
明

初

中

書

省

序洪
武
初
年
の
中
書
省
の
描
実
質

ω
職
務
内
容
の
副
賞
質

倒
人
員
構
成
の
費
動

洪
武
九
年
の
中
書
省
の
改
革

序

の

餐

遷

阪

J晶、

居

秀

篤

ω
治

安

吠

況

倒

官

僚

不

足

洪
武
十
三
年
の
中
書
省
の
慶
止

結
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明
初
の
官
制
に
つ
レ
て
の
わ
が
圏
の
研
究
は
、
至
正
二
十
四
年
(
一
三
六
四
〉
に
お
け
る
元
代
制
度
の
踏
襲
と
、
洪
武
十
三
年
(
二
二
八

O
)
に

①
 

お
け
る
官
制
改
革
の
二
貼
を
中
心
に
し
て
行
な
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
太
租
朱
元
環
が
至
正
二
十
四
年
に
元
代
制
度
を
踏
襲
し
て
官

制
を
定
め
た
の
は
、
太
租
が
元
朝
の
成
立
を
天
命
思
想
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
中
園
の
歴
代
王
朝
と
し
て
認
め
て
い
た
こ
と
を
奉
げ

@
 

て
、
嘗
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
王
朝
交
替
期
に
お
い
て
、
新
王
朝
が
奮
王
朝
の
支
配
僅
制
を
基
盤
と
し
て
園
家
瞳
制

を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
、

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
し
て
や
明
朝
は
朱
元
環
の
よ
う
に
元
朝
支
配
下
に
お
い
て
貧
賎
の
身
か
ら

起
こ
っ
た
人
物
が
創
立
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
元
代
の
制
度
し
か
念
頭
に
な
く
、
そ
の
ま
ま
模
倣
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
極
め
て
嘗
然
の

こ
と
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
新
王
朝
が
祉
禽
獣
況
の
質
化
に
割
腹
し
て
新
し
い
園
家
置
制
の
確
立
を
志
向
し
始

る
と
、
蓄
王
朝
か
ら
受
け
縫
い
だ
制
度
と
の
聞
に
嘗
然
に
矛
盾
が
生
じ
、
こ
こ
に
新
王
朝
溺
自
の
制
度
づ
く
り
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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明
朝
に
お
い
て
は
、

そ
の
濁
自
鵠
制
の
確
立
は
洪
武
十
三
年
に
お
け
る
官
制
改
革
に
求
め
得
る
。

洪
武
十
三
年
の
改
革
は
、
胡
惟
庸
の
獄
を
契
機
と
し
て
行
な
わ
れ
、
中
書
省
を
厳
止
し
、
大
都
督
府
を
五
軍
都
督
府
に
分
割
し
、
加
え
て
御

@
 

史
蓋
を
底
止
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
改
革
は
園
家
の
中
極
機
関
で
あ
る
中
書
省
を
康
止
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
車
に
明
朝
自
鐙
の
問
題
に
止

ま
ら
ず
、
中
園
官
制
史
上
に
お
い
て
も
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
洪
武
十
三
年
に
一
拳
に
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、

す
で
に
洪
武
九
年
(
一
三
七
六
)
に
、

中
喜
一
省
の
卒
章
政
事

・
参
知
政
事
、
大
都
督
府
の
都
督
副
使
、
御
史
蓋
の
侍
御
史
・
股
中
侍
御
史

・
治
書

侍
御
史
が
廃
止
さ
れ
て
、
官
制
の
簡
素
化
が
行
な
わ
れ
、
加
え
て
行
中
書
省
が
承
宣
布
政
使
司
に
改
饗
さ
れ
、
行
中
書
省
の
卒
章
政
事
・
左
右

@
 

丞
が
底
止
さ
れ
、
参
知
政
事
が
布
政
使
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
先
皐
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
買
は
洪
武
九

年
の
改
革
も
急
激
な
改
革
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
す
で
に
事
買
上
出
変
質
し
て
い
た
も
の
を
、
制
度
化
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
設
置
以
来
ど
の
よ
う
に
繁
質
し
た
か
、
洪
武
九

年
の
改
革
の
寅
髄
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
洪
武
十
三
年
の
慶
止
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
等
の
問
題
を
中
心
に
、
中
書
省
の

嬰
逼
過
程
を
追
跡
し
、
ひ
い
て
は
洪
武
朝
初
期
の
政
治
鐙
制
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

本
稿
に
お
い
て
は
、

明
初
の
政
治
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
中
書
省
に
注
目
し
、
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洪
武
初
年
の
中
書
省
の
饗
質

太
租
貫
録
巻
十
四

・
甲
辰
年
春
正
月
丙
寅
朔
の
篠
に
、

李
善
長

・
徐
達
等
奉
上
篤
臭
王
:
:
:
建
百
司
官
層
、
置
中
書
省
、
左
右
相
園
盛
岡正

一
品
、
卒
章
政
事
従
一
品
、
左
右
丞
正
二
品
、
参
知
政

事
従
二
品
、
左
右
司
郎
中
正
五
品
、

員
外
郎
正
六
品
:

と
あ
る
よ
う
に
、
至
正
二
十
四
年
(
一
三
六
四
)
呉
王
に
即
位
し
た
朱
元
環
は
、

中
書
省
を
設
置
し
、

の
の
ち
呉
元
年
(
歪
正
二
十
七
年
・
二
ニ
六
七
〉
に
は
御
史
蓋
を
設
置
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
中
書
省
・
御
史
蓋
は
、

@
 

さ
れ
て
い
た
大
都
督
府

・
行
中
書
省
と
と
も
に
、
元
代
制
度
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
朱
元
環
は
こ
れ
ら
の
官
臆
を
中
樋
機

相
園
(
丞
相
)
以
下
の
官
を
置
レ
た
。
こ

至
正
二
十
四
年
以
前
に
設
置



聞
と
し
て
、
元
朝
な
ら
び
に
群
雄
と
の
抗
争
に
勝
利
を
牧
め
、
洪
武
四
年
に
雲
南
を
除
い
た
中
圏
全
土
を
卒
定
し
た
。
こ

こ
で
は
、
至
正
二
十

四
年
よ
り
洪
武
四
年
ま
で
の
中
書
省
の
繁
質
に
閲
し
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

(A) 

職
務
内
容
の
襲
質

明
朝
が
元
朝
か
ら
受
け
纏
い
だ
中
書
省
制
な
る
も
の
は
、

朔
れ
ば
宋
代
の
官
制
に
由
来
す
る
。
す
な
わ
ち
宋
初
に
お
い
て
は
、
向
中
書
門
下

卒
章
事
が
宰
相
と
し
て
天
子
を
輔
佐
し
て
大
政
を
執
っ
た
が
、
元
豊
三
年
(
一

O
八
O
)
の
新
官
制
に
お
い
て
門
下
・
中
書
・
向
書
の
三
省
分

立
制
が
確
立
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
原
則
的
な
も
の
で
あ
り
、
賓
際
に
は
尚
書
左
右
僕
射
が
、
門
下
侍
郎
・
中
書
侍
郎
を
粂
掌
し
た
た
め

に
、
左
右
僕
射
に
擢
力
が
集
中
し
た
。
の
ち
建
炎
三
年
(
一
一
二
九
〉
に
至
り
、
有
名
無
賓
の
三
省
分
立
を
改
め
て
三
省
を
統
合
し
、
左
右
僕
射

を
問
中
書
門
下
卒
章
事
と
稀
し
、
門
下
侍
郎
・
中
書
侍
郎
・
尚
書
左
右
丞
を
贋
止
し
、
そ
の
代
わ
り
に
参
知
政
事
が
置
か
れ
た
。
そ
し
て
乾
道

八
年
〈
二
七
三
〉
に
は
左
右
僕
射
を
左
右
丞
相
と
稽
し
、
こ
こ
に
園
初
以
来
名
目
的
に
の
み
存
在
し
て
い
た
三
省
の
長
官
が
消
滅
し
、
左
右
丞

⑥
 

相
が
参
知
政
事
を
そ
の
輔
佐
役
と
し
て
、
大
政
を
執
る
宰
相
と
な
っ
た
。
元
朝
は
こ
の
よ
う
な
宋
代
末
期
の
瞳
制
を
、
中
書
省
制
と
し
て
受
け

縫
い
だ
の
で
あ
る
。
明
朝
は
こ
の
元
制
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
明
朝
の
中
書
省
左
右
丞
相
な
る
も
の
は
、
宋
代
末
期
の
宰
相
と
同
様

に
、
専
擢
化
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
た
が

っ
て
朱
元
環
が
君
主
濁
裁
鐙
制
の
確
立
を
志
向
す
る
な
ら
ば
、
宰
相
の
専
権
を

生
ぜ
し
め
な
い
、
ひ
い
て
は
宰
相
そ
の
も
の
を
設
置
し
な
い
新
た
な
鐙
制
が
必
要
と
な
る
。
こ
こ
に
洪
武
十
三
年
の
中
書
省
腰
止
の
遠
因
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
朱
元
建
が
中
書
省
を
設
置
し
た
の
は
至
正
二
十
四
年
で
あ
る
が
、
四
年
後
の
洪
武
元
年
(
一
三
六
八
〉
八
月
に
至

っ
て
六
部
を
完
備
し
、

そ
れ
と
と
も
に
中
書
省
の
機
能
に
第
化
が
見
ら
れ
る
。
太
租
貫
録
巻
三
十
四
・
洪
武
元
年
八
月
丁
丑
の
僚
に
、

中
書
省
奏
、
定
六
部
官
制
:
:
:
先
是
、
中
書
省
惟
設
四
部
、
以
掌
銭
穀
・
躍
儀
・
刑
名
・
営
造
之
務
、
上
乃
命
李
善
長
等
、
議
建
六
部
、

以
分
理
庶
務
、
至
是
乃
定
置
吏
戸
瞳
兵
刑
工
六
部
之
官
・
:
・
:
上
議
之
(
六
部
之
官
〉
臼
・
:
:
園
家
之
事
、
総
之
者
中
書
、
分
理
者
六
部
、
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至
震
要
職
、

と
あ
り
、
従
来
の
四
部
を
機
張
し
て
六
部
官
制
を
定
め
た
。
こ
こ
に
、
中
書
省
は
諸
政
全
般
を
統
轄
し
、
行
政
上
の
寅
務
は
一
切
を
六
部
に
移

管
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
六
部
は
中
書
省
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
立
案
さ
れ
た
事
項
の
貫
施
事
務
を
捲
嘗
す
る
車
な
る
行
政
官
臆
で
し
か
な

か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

@
 

六
部
は
そ
の
後
、
洪
武
三
年
に
は
「
天
下
の
務
を
総
領
す
」

「
諸
司
を
総
領
、
九
」
と
い
わ
れ
、

洪
武
五
年
に
は
職
務
内
容
が
定
め
ら
れ
て
、

各
部
に
層
部
(
後
の
清
吏
司
)
が
設
置
さ
れ
、
「
各
(
廊
)
部
ご
と
に
、
郎
中
・
員
外
郎
・
主
事
を
設
け
、

⑤
 

-
侍
郎
を
以
て
其
の
政
務
を
総
べ
し
む
」
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
六
部
の
規
模
が
次
第
に
旗
大
し
、
そ
れ
と
と
も
に
六
部
向
書
・
侍

⑪
 

郎
の
職
務
上
の
地
位
が
向
上
し
て
い
る
。
ま
た
、
洪
武
六
年
に
は
六
部
官
僚
が
増
員
さ
れ
、
同
時
に
向
書
が
複
数
制
と
な
り
、
洪
武
八
年
に
は

⑪

⑫
 

戸
刑
工
の
三
部
に
お
い
て
向
書
が
属
科
ご
と
に
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
再
び
六
部
官
僚
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
皐
に
領
域
の
抜
大
や
園
家
組

織
の
嬢
大
に
と
も
な
っ
て
、
六
部
の
措
首
す
る
質
務
が
繁
雑
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
職
務
内
容
が
燐
大
し
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
洪
武
元
年
に
六
部
が
設
置
さ
れ
た
嘗
時
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
中
書
省
は
諸
政
全
般
を
統
轄
し
、
六
部
は
た
だ
そ
の
命
令

を
受
け
て
、
責
務
を
携
賞
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
年
を
経
る
に
従
っ
て
、
六
部
は
そ
れ
ま
で
中
書
省
が
措
首
し
て
い
た
職
務
を
も
措

其
の
事
を
分
掌
せ
し
め
、
而
し
て
向
書
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賞
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
時
期
及
び
具
瞳
例
を
太
租
貫
録
に
よ
っ
て
見
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

川
刊
吏
部
|
官
吏
の
任
用
に
閲
し
て
は
、
中
書
省
が
設
置
さ
れ
た
至
正
二
十
四
年
以
来
、
す
べ
て
中
書
省
が
立
案
し
て
い
た
が
、
洪
武
三
年

⑬
 

十
二
月
以
後
は
す
べ
て
吏
部
が
播
嘗
し
て
い
る
。

同
戸
部
l
毎
年
十
二
月
に
そ
の
年
の
墾
回
数
を
上
奏
す
る
が
、
洪
武
二
年
以
後
は
従
来
の
中
書
省
に
代
わ

っ
て
、
す
べ

て
戸
部
が
捨
嘗
し

⑪

@
 

て
い
る
。
克
税
に
閲
し
て
は
、
洪
武
三
年
五
月
以
降
は
、
中
書
省
が
引
き
績
き
措
賞
す
る
場
合
と
、
戸
部
が
擢
嘗
す
る
場
合
と
が
あ
る
。

ま
た
運
糧
に
閲
し
て
は
、
洪
武
四
年
以
降
は
中
書
省
は
全
く
閥
輿
せ
ず
、
す
べ
て
戸
部
が
捲
嘗
し
て
い
弘

川
口
礎
部
|
躍
に
闘
す
る
制
度
に
つ
い
て
は
、
洪
武
三
年
を
境
に
し
て
、
次
第
に
中
書
省
か
ら
薩
部
の
携
嘗
に
な

っ
て
い
初



表

1
一

職

一
左
丞
相

一
右
丞
相

一
一全
阜
政
事

卒
章
政
事

卒
掌
政
事

卒
章
政
事

左
丞

右
丞

参
知
政
事

参
知
政
事

洪
武
初
年
中
書
省
官
僚

姓

名

一

李
善
長
(
文
人
)

徐
迷
(
武
人
)

常
週
春
(
武
人
)

胡
廷
瑞
(
武
人
)

慶
永
忠
(
武
人
)

李
伯
昇
(
優
待
)

趨
庸
(
武
人
〉

王
鴻
(
優
待
)

楊
窓
(
文
人
)

停
獄
(
文
人
)

退
職
年
月
(
糊
仏
に
)

注

洪
武
四
年

洪
武
二
年
七
月
死
亡

洪
武
三
年
十
一
月

洪
武
三
年
十
一
月

洪
武
三
年
十
一
月

表
1
注

明
史
宰
輔
年
表
に
よ
れ
ば
、
洪
武
五
年
の
欄
に
徐
遠
の

名
は
な
い
が
、
質
録
に
よ
れ
ば
洪
武
五
年
正
月
庚
午
の
僚

に
も
中
書
右
丞
相
徐
遼
の
記
事
が
あ
る
。
ま
た
明
書
径
九

十
一
・
徐
逮
捕
怖
に
よ
れ
ば
、

是
歳
(洪
武
三
年
)
辞
剣
省
事
、
右
丞
在
廃
洋
代
之
、

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
洪
武
四
年
以
後
は
名
目
だ
け

の
肩
書
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

川円丘ハ部
1

軍
功
の
裁
定
に
閥
し
て
は
、
洪
武
元
年
に
は
中
書
省
、
三
年
に
は
都
督

@
 

府
と
兵
部
が
共
同
し
て
推
賞
し
て
い
る
。

例
刑
部
|
律
令
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
臭
元
年
三
三
六
七
〉
十
月
に
は
中
書
申
告
が

中
心
と
な
っ
た
が
、
洪
武
六
年
間
十
一
月
に
大
明
律
を
詳
定
す
る
際
に
は
刑
部
が

⑬
 

推
賞
し
て
い
る
。

@
 

付
工
部
|
建
築
に
関
し
て
は
、
洪
武
四
年
正
月
以
後
は
、
工
部
が
捨
賞
し
て
い
る
。

以
上
見
た
よ
う
に
、
六
部
は
初
め
行
政
上
の
貫
務
だ
け
を
推
賞
し
て
い
た
が
、
洪
武

四
年
以
後
は
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
れ
ま
で
中
書
省
が
推
賞
し
て
い
た
職
務
を
も
捨
嘗
す

る
よ
う
に
な
る
。

- 67ー

以
上
の
よ
う
に
、
六
部
は
責
務
が
繁
雑
に
な
る
と
と
も
に
、
職
務
内
容
が
接
大
し
、

そ
れ
に
つ
れ
て
規
模
が
抜
大
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
逆
に
見
れ
ば
、
中

書
省
の
機
能
は
設
置
嘗
時
に
較
べ
て
、
洪
武
四
年
を
境
と
し
て
、
次
第
に
饗
質
し
た
こ

と
を
示
し
て
レ
る
。

(B) 

人
員
構
成
の
襲
動

中
書
省
の
機
構
の
繁
化
と
と
も
に
、
中
書
省
の
人
員
構
成
に
つ
い
て
も
饗
動
が
見
ら

れ
る
。
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洪
武
元
年
正
月
に
お
け
る
中
書
省
官
僚
を
明
史
各
一
百
九
の
宰
輔
年
表
に
よ
っ
て
見
る
と
、
中
書
省
の
主
要
職
の
牛
敷
が
武
人
に
よ
っ
て
占

こ
の
中
書
省
内
の
武
人
勢
力
は

め
ら
れ
て
い
る
(
表
I
Y
こ
れ
ら
の
武
人
は
建
園
の
動
臣
と
し
て
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
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減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
中
書
省
の
武
人
を
見

太
組
貫
録
巻
五
十
八

・
洪
武
三
年
十

一
月
丙
申
の
僚
に
「
大
封
功
臣
」
の
記
事
が
見
え
る
が
(
表
2
)
、

る
と
、
右
丞
相
徐
達
が
そ
の
ま
ま
右
丞
相
に
止
ま
る
ほ
か
は
、
卒
章
政
事
の
胡
美
(
廷
瑞
)
・
摩
永
忠
、
左
丞
の
越
庸
は
中
書
省
官
僚
か
ら
除
か

表
2 

れ
て
い
る
。
ま
た
、
卒
掌
政
事
の
常
遇
春
の
死
後
も
、
卒
章
政
事
の
補
充
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。

姓

大
封
功
臣
(
洪
武
三
年
十
一
月
丙
申
)

出

李

善

長

徐
d筈，
jfJ 本

一a

文

忠

i庖部r易唐

勝

宗

陸

仲

亨

周

徳

興

顔華

雲

飽

政

照

文 名

圭}韓

園

公

逮

強

図

公

D乙

郷

図

公

市
出

図

公

勝

宋

園

公

愈、

術

園

公

平日

中

山

侯

延

安

侯

士
口
安
侯

時

長

輿

侯

江

夏

侯

准

安

侯

務

時
停
侯 同

定
遠

濠棲
遠

l庁
|治

定
遠

虹濠濠濠濠定
遠

濠濠

身

地

中
書
左
丞
相

|職

前
中
翠田
右
丞
相

(
遇
春
の
子
)

幅
削
江
卒
章

右
都
督

御
史
大
夫

御
史
大
夫

都
純
国
同
知

都
督
同
知

湖
底
左
丞

燕
府
左
相

都
督
同
知

北
卒
参
政

都
密
副
使

秦
府
左
相

陳
西
参
政

左
都
督

向
上

都
督
同
知

向
上

映
西
右
丞

年 |連
!坐

zlJ 

後同
上

向
上

向
上

向
上

藍胡胡胡胡胡

26 
年

23 
年

23 
年

23 
年

23 
年

23 
年

18 
年

24 
年年

初
年
賜
死

10 
年

28 
年

23 
年

23 
年

お
年
謙

年
12 
年

永
築
2
年

爵
除

- 68ー

胃
除

国
|徐

筒
除

爵
除

間
除

爵
除
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陸梅曹黄韓胡 {専 朱 康 楊 華 余塵趨臭奥費鄭 王郭 陳

思良 友亮 通 永 遇 子

家組臣彬政美徳租 鐸 環 高 源 忠 庸 積良家春 志輿 徳

河汝宜笠 東 7象頴永斬営庭南徳南靖江 卒 祭六重量臨

南南寧春卒章 川 嘉春陽徳安慶雄海陰涼陽安昌江

侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯

不夏邑安 盟 江 唯 河陽楊六斬合和濠巣鹿定定遠五濠准臨濠濠
明 夏 山安肥 州 州 遠河

iiiiiiiifii i i i i i i j i i i 

都督知同
都督同 都督同 都督同 督都同

知 知 知 知

胡胡藍 胡 藍 胡 胡 胡 胡胡 胡胡胡 胡胡

23 23 26 23 26 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
年年年 年 年 年 年 年 年年 年 年 年年年

23 15 4 23 11 17 27 13 3 15 4 22 8 23 12 14 23 23 19 17 11 
年年年年年年賜死 年賜年年年年年年賜 年年年 年 年 年 年 年

死 死

除爵 除爵 除爵 除爵 除爵 除爵 除爵 |爵除 除爵 除爵 除爵 除爵 除爵 除爵 除爵、 爵除 除爵 除爵 爵除 |爵徐
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表
3

中
書
省
参
知
政
事
(
英
元
年
J
洪
武
八
年
)

川
同
一
川
崎
町

11
同

1
川
l

楊

憲

一
洪
武
元
年
正
詞

一
洪
武
元
年
五
月

侍

獄

一
洪
武
元
年
正
同
町

一
洪
武
元
年
八
月

劉
惟
敬

一
洪
武
元
年
十
二
月

一
洪
武
二
年
一
一一月

在
康
洋

一
洪
武
元
年
十
二
月

一
洪
武
二
年
四
月

楽

哲

一
洪
武
二
年
正
月

一
洪
武
二
年
五
月

陳

亮

一
洪
武
二
年
十
月

十
洪
武
三
年
三
月

雌

稼

一
洪
武
二
年
十
月

一
洪
武
三
年
四
月

侯
至
善

一
洪
武
二
年
十
一
月

一
洪
武
五
年
月

胡
惟
庸

一洪
武
三
年
正
月

一
洪
武
四
年
正
月

李

謙

一洪
武
三
年
九
月

一
洪
武
三
年
十
二
月

宋

易

一
洪
武
四
年
閏
一一一月

一
洪
洪
四
年
六
H
W

漏

見

一
洪
武
六
年
六
月

一
洪
武
六
年
十
月

丁

玉

一
洪
武
六
年
六
月

一
洪
武
七
年
四
月

侯

善

一
洪
武
七
年
五
月

一
洪
武
八
年
月

表
3
注

本
表
は
明
史
宰
輔
年
表
を
太
組
貫
録
に
よ
っ
て
補

正
し
た
も
の
で
、
補
正
個
所
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①

・
②
太
租
貫
録
各
二
十
九
・
洪
武
元
年
正
月
辛

巴
の
係
。
但
し
こ
の
雨
人
に
闘
し
て
は
、

就
職
年
月

は
不
明
で
あ
り
、
確
質
に
参
知
政
事
に
就
任
し
て
い

る
年
月
を
も
っ
て
こ
れ
に
か
え
た
。

③
太
租
貫
録
制
也
八
十
五・

洪
武
六
年
十
月
葵
巳
の

係
。
な
お
、
不
明
個
所
は
空
欄
と
し
た
。

こ
れ
ら
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
朱
元
埠
は
中
書
省
の
武
人
勢
力
の
排
除
を
意
圃
し、

⑪
 

そ
れ
を
あ
る
程
度
寅
行
に
移
し
た
の
が
、
こ
の
「
大
封
功
臣
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
洪
武
九
年
に
駿
止
さ
れ
た
卒
章
政
事
・
参
知
政
事
に
つ
い
て
見
ょ
う
。

中
書
省
が
設
置
さ
れ
て
よ
り
以
来
、
卒
章
政
事
に
就
任
し
た
常
遇
春

・
愈
逼
海

・
胡
廷

瑞
・
摩
永
忠
・
李
伯
昇
の
う
ち
、
李
伯
昇
を
除
い
て
は
総
て
建
園
の
勤
臣
で
あ
る
武
人
で

あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
以
前
に
死
亡
し
て
い
た
常
遇
春
・
愈
通
海
を
除
い

て
、
こ
れ
ら
の
武

人
勢
力
は
洪
武
三
年
十
一
月
の
「
大
封
功
臣
」
に
お
い
て
卒
章
参
事
か
ら
排
除
さ
れ
て
い

@

@

 

る
。
こ
の
の
ち
、
洪
武
三
年
十
二
月
に
李
伯
昇
は
再
び
、
李
思
斉
と
と
も
に
卒
章
政
事
に

@
 

就
任
す
る
が
、
こ
の
二
人
は
降
附
の
臣
と
し
て
優
待
し
、
食
蔽
を
輿
え
る
た
め
に
任
官
さ

- 70ー

れ
た
も
の
で
あ
り
、
名
目
上
に
止
ま
っ
て
貫
際
上
は
現
役
官
僚
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ

ち
洪
武
三
年
十

一
月
に
お
け
る
「
大
封
功
臣
」
以
後
は
、
事
買
上
、
卒
章
政
事
は
存
在
し

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

参
知
政
事
は
設
置
以
来
文
人
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
。
多
い
時
に
は
四
人
の
参
知

政
事
が
同
時
に
在
任
し
て
い
る
が
、
洪
武
四
年
を
境
と
し
て
人
員
が
減
少
し
、
洪
武
八
年

に
至
っ
て
は
侯
善
一
人
を
残
す
だ
け
と
な
る
(
表
3
Y

こ
れ
は
前
述
し
た
六
部
の
職
務
な

ら
び
に
規
模
の
横
大
と
関
聯
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

建
園
初
期
の
中
書
省
の
機
構
は
、

洪
武
四
年
を
中
心
に
職
務
内
容

の
襲
質
な
ら
び
に
武
人
勢
力
の
減
少
な
ど
、

か
な
り
の
繁
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



洪
武
九
年
の
中
書
省
の
改
革

太
租
貫
録
各
百
九
・
洪
武
九
年
閏
九
月
美
巳
の
僚
に
、

詔
定
、
中
書
省
左
右
丞
相
・
大
都
督
府
左
右
都
督
矯
正
一
品
:
:
:
汰
中
書
省
卒
章
政
事
・
参
知
政
事
・
御
史
葦
侍
御
史
・
治
書
・
殿
中
侍

御
史
等
官
、
惟
李
伯
昇
・
王
薄
等
、
以
卒
章
政
事
、
奉
朝
請
者
伯
其
奮
、

と
あ
る
よ
う
に
、
洪
武
九
年
に
中
書
省
の
卒
章
政
事
・
参
知
政
事
が
底
止
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
洪
武
元
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
の
全

園
卒
定
嘗
時
、
新
時
代
の
要
請
に
麿
じ
る
形
で
事
責
上
饗
容
し
て
い
た
も
の
を
、
更
め
て
制
度
と
し
て
確
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
故

こ
の
制
度
化
が
洪
武
九
年
ま
で
遅
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
朝
に
と
っ
て
、
施
行
範
園
が
江
南
一
帯
に
限
ら
れ
て
い
た
建
園
嘗
初
の
官
制

を
改
革
し
て
、
全
園
的
規
模
の
瞳
制
固
め
を
す
る
た
め
に
は
、
官
制
改
革
を
行
な
い
得
る
朕
況
が
成
熟
す
る
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
賦
況
と
は
、
領
域
内
外
に
お
け
る
治
安
が
安
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
新
た
な
官
制
を
施
行
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
中
で
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責
務
を
措
嘗
す
る
下
級
官
僚
が
充
足
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

(A) 

治

ー』

文

朕

況

朱
元
環
は
濠
梁
に
起
兵
し
て
以
来
、
韓
林
見
・
郭
子
輿
の
配
下
と
し
て
着
買
に
そ
の
勢
力
を
旗
大
し
、
至
正
二
十
四
年
(
一
一
一
一
六
四
)
に
臭
王

位
に
即
き
、
こ
こ
に
自
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
嘗
時
、
河
北
に
字
羅
帖
木
児
、
河
南
に
挟
郭
帖
木
見
、
開
中
に
李
思
湾
、
江
南
に
張
土
誠
、
四

川
に
明
玉
珍
、
贋
西
に
何
員
、
一
踊
建
に
陳
友
定
、
武
昌
に
陳
理
(
友
諒
の
子
)
等
の
群
雄
が
割
援
し
て
い
た
。
や
が
て
朱
元
障
は
江
南
・
江
北
の

一
部
と
都
陽
湖
周
迭
の
地
域
を
基
盤
と
し
て
、
群
雄
と
の
抗
争
に
入
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

71 

こ
の
の
ち
呉
元
年
(
至
正
二
十
七
年
・
一
三
六
七
)
に
か
け
て
准
東
・
山
東
を
征
服
し
、

に
勝
利
を
博
し
た
朱
元
薄
は
、
次
の
目
標
を
北
方
の
中
原
地
方
と
南
方
の
一
踊
建
・
虞
東
・
贋
西
に
向
け
る
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
下
で
、
翌
年
皇

加
え
て
江
南
の
張
土
誠
、

蓋
州
の
方
園
珍
と
の
抗
争
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明朝領域鎖大過程置 1
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帝
に
即
位
し
園
競
を
明
と
し

て
、
洪
武
と
改
元
す
る
の
で

あ
る
。
同
年
、
徐
達
を
中
心

と
す
る
北
方
箪
は
河
北
を
卒

定
し
、
八
月
に
は
元
の
都
、

大
都
を
攻
略
し
、
湯
和
を
中

心
と
す
る
南
方
軍
は
一
幅
建
の

陳
友
定
、
廉
東

・
贋
西
の
何

員
を
破
り
、
洪
武
二
年
に
は

- 72ー

山
西
・
快
西
を
卒
定
し
、
元

の
残
存
勢
力
を
中
園
北
進
地

常
に
退
け
る
。
そ
し
て
洪
武

年
に
は
元
の
順
帝
の
死

そ
の
嗣
君
愛
猷
識
理
達
鵬
の

北
遁
に
よ
っ
て
、
中
園
領
内

に
お
い
て
の
元
の
残
存
勢
力

く
。
そ
し
て
洪
武
四
年
に
は
四
川
の
明
玉
珍
お
よ
び
そ
の
子
の
昇
と
の
争
い
に
勝
利
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
雲
南
を
除
く
中
圏
全
土
を
卒
定
し

と
の
抗
争
は
ひ
と
ま
ず
落
着

た。



支
配
領
域
が
中
圏
全
土
に
績
大
し
、
封
抗
勢
力
が
北
方
に
割
援
す
る
元
の
残
存
勢
力
を
残
す
だ
け
に
な
っ
た
と
い
っ
て

も
、
そ
れ
が
直
ち
に
朱
元
湾
政
権
の
安
定
を
意
味
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
中
園
領
内
に
お
け
る
治
安
に
は
、
ま
だ
幾
多
の
問
題

し
か
し
な
が
ら
、

が
残
っ
て
い
た
。

前
述
し
た
朱
元
湾
の
領
域
擦
大
過
程
を
園
示
す
る
と
園
ー
の
よ
う
に
な
る
。

l
a
-
-
b
の
地
域
は
、

至
正
二
十
四
年
(
一
三
六
四
〉

朱

元
建
が
臭
王
位
に
即
い
た
時
の
地
盤
で
あ
る
。

E
-
E
a
-
E
b
は
、
至
正
二
十
四
年
よ
り
呉
元
年
(
一
三
六
七
)
末
ま
で
に
征
服
し
た
地
域
で

あ
り
、
こ
れ
に
前
の

l
a
-
-
b
の
地
域
を
加
え
た
も
の
が
、
朱
元
環
の
皇
帝
即
位
の
時
の
地
盤
で
あ
る
。
以
下

N
・
V
は
洪
武
元
年
、

wn
は

同
二
年
、
閣
は
同
四
年
に
征
服
し
た
地
域
で
あ
る
。

太
組
貫
録
巻
十
四
・
甲
辰
年
正
月
丙
寅
朔
の
僚
に
、

李
善
長
・
徐
達
等
奉
上
矯
臭
王
、
時
群
臣
以
上
功
徳
日
隆
、
屡
表
動
準
、
上
目
、
戎
馬
未
息
、
清
興
未
蘇
、
天
命
難
必
、
人
心
未
定
、
若

遺
稿
隼
致
、
誠
所
未
蓮
:
:
:
今
日
之
議
且
止
、
侯
天
下
大
定
、
行
之
未
晩
、
群
臣
固
請
不
己
、
乃
即
果
王
位
、
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と
あ
る
よ
う
に
、
朱
元
障
は
皇
帝
に
即
位
す
る
こ
と
を
時
期
尚
早
と
し
て
僻
退
し
、
再
度
の
要
請
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
果
王
位
に
即
く
の
で
あ

る
。
嘗
時
は
朱
元
環
自
身
が
、
「
天
命
必
た
り
難
く
、
人
心
未
だ
安
ん
ぜ
ず
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
群
雄
割
擦
の
混
飽
朕
態
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
韓
林
児
は
園
競
を
宋
と
し
て
皇
帝
〈
ま
た
小
明
王
〉
を
稽
し
、
陳
理
は
園
放
を
漢
と
し
て
皇
帝
を
稿
し
、
明
玉
珍
は
園
競
を
大

夏
と
し
て
皇
帝
を
稿
し
、
張
土
誠
は
臭
王
と
稀
し
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
む
し
ろ
朱
元
環
に
と
っ
て
臭
王
と
稽
す
る
の
が
遅
す
ぎ
た
く
ら
い
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時
ま
で
王
位
に
即
か
ず
に
い
た
の
は
、
形
式
上
は
韓
林
見
の
配
下
に
属
し
て
お
り
、

西
方
に
は
陳
友
諒
と
い
う
強
大
な

勢
力
を
控
え
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
前
年
の
至
正
二
十
三
年
(
一
三
六
三
〉
八
月
に
陳
友
諒
に
勝
利
を
得
、
そ
の
領
域
の
う
ち
湖
南

地
方
北
部
を
手
中
に
し
た
至
正
二
十
四
年
こ
そ
、
呉
王
と
稽
し
て
他
の
群
雄
と
形
式
上
詑
び
立
ち
、
且
つ
嘗
時
勢
力
の
衰
え
て
い
た
韓
林
見
か

ら
自
立
す
る
絶
好
の
機
舎
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
朱
元
環
は
、
他
の
群
雄
と
の
抗
争
に
お
い
て
臭
王
と
し
て
政
権
を
維
持
す
る
必
要
最
小

73 

限
の
領
域
を
、
こ
の
時
よ
う
や
く
確
保
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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史料はすべて貫録による。摘出基準は「作詩LJ i叛J i冠」

「盗」等，治安の混街しを招L、たものとした。

但し，乙の表1<:は元の残存勢力の侵攻は含まない。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
朱
元
埠
は
そ
の
後
、
次
第
に
領
域

を
擁
張
し
、
洪
武
元
年
(
一
三
六
八
)
に
皇
帝
に
即
位
す
る
こ

と
に
な
る
。

こ
こ
で
各
地
域
に
お
け
る
年
毎
の
反
乱
数
を
表
4
に
示
し

て
み
よ
う
。
こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
四
川
地
方
を
卒
定
し
た
洪
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A
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A
U
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U
A
U
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A
U
A
U
n
u
n
u

;至正24年 (1364)

|至正25年 (1365)

l 至正26年 (1366)

呉元年 (1367)

洪武元年 (1368)

洪武2年 (1369)

l 洪武3年 (1370)

|洪武4年 (1371)

l洪武5年。372)

洪武6年 (1373)

洪武7年 (1374)

洪武8年 (1375)

洪武9年 (1376)

件
と
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
朱
元
理
が
政
権
の
地
盤
と
考
え

た
l
a
-
-
b
-
E
-
E
a
-
E
b
の
地
域
に
お
い
て
は
、

洪
武
六
年
に
五
件
の
反
乱
が
あ

っ
た
が
、
以
後
は
洪
武
八
年

@
 

に
I
a
に
お
い
て
「
盗
」
が
一
件
あ
っ
た
の
み
で
あ
る
。
こ
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の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
洪
武
四
年
に
中
圏
全
土
を
領
有
し

た
後
、
洪
武
六
年
を
境
と
し
て
圏
内
の
治
安
朕
況
は
安
定
し

始
め
、
殊
に
朱
元
建
が
政
権
の
地
盤
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る

地
域
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
完
全
に
安
定
し
た
と
い
い
得
る
。

と
こ
ろ
で
、
元
の
残
存
勢
力
は
洪
武
元
年
に
大
都
を
追
わ
れ
て
北
方
に
遁
れ
て
よ
り
統
一
を
依
き
、
個
別
に
中
圏
内
地
へ
の
侵
攻
を
繰
返
し

た
が
、
嘗
時
そ
の
中
で
最
も
強
力
で
あ

っ
た
の
が
横
廓
帖
木
見
で
あ
る
。
こ
の
元
の
残
存
勢
力
に
劃
し
て
朱
元
障
は
、
洪
武
三
年
に
中
書
省
右

丞
相
徐
達
を
征
虜
大
勝
軍
、
淑
江
行
中
書
省
卒
章
政
事
李
文
忠
、
都
督
鴻
惨
を
そ
れ
ぞ
れ
左
右
副
将
軍
と
し
て
征
虜
軍
を
涯
遣
し
た
が
、
四
年

に
は
軍
を
都
に
還
し
、
征
虜
軍
に
参
加
し
て
い
た
郵
愈
を
征
南
将
軍
と
し
て
南
方
の
卒
定
に
向
か
わ
せ
、
湯
和
を
征
西
将
軍
と
し
て
四
川
地
方



の
卒
定
に
向
か
わ
せ
た
。
そ
の
後
は
元
の
残
存
勢
力
に
謝
し
て
は
防
備
態
勢
を
固
め
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
洪
武
六
年
三
月
に
は
全
軍
を

結
集
し
て
再
び
征
虜
軍
を
組
織
し
、
擦
廓
帖
木
見
に
打
撃
を
加
え
る
。
こ
の
時
、
元
の
残
存
勢
力
に
劃
し
て
朱
元
障
が
全
兵
力
を
投
入
し
た
の

は
、
北
方
へ
領
域
を
擁
大
し
よ
う
と
意
園
し
た
た
め
で
は
な
い
。
そ
れ
は
中
圏
全
土
を
卒
定
し
た
洪
武
四
年
以
後
も
、
元
の
残
存
勢
力
に
よ
る

中
園
領
域
内
へ
の
侵
攻
が
毎
年
繰
り
返
さ
れ
、
自
己
の
政
権
安
定
に
大
き
な
脅
威
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

朱
元
環
は
元
の
残
存
勢
力
に
劃
す
る
武
力
討
伐
と
卒
行
し
て
、

た
。
明
朝
は
嘗
初
、
元
代
制
度
を
踏
襲
し
た
が
、
習
俗
に
つ
い
て
も
モ
ン
ゴ
ル
習
俗
を
無
意
識
の
う
ち
に
踏
襲
し
て
い
る
。
代
表
的
な
例
と
し

@
 

て
奉
げ
得
る
の
が
、
至
正
二
十
四
年
に
百
司
の
官
属
を
建
て
た
時
に
、
右
を
街
び
左
よ
り
上
位
に
置
い
た
こ
と
で
あ
る
。
明
朝
自
身
が
こ
の
よ

う
な
獄
態
で
は
、
一
般
民
衆
聞
に
お
い
て
の
モ
ン
ゴ
ル
習
俗
の
浸
透
は
相
嘗
な
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

中
園
民
衆
聞
に
根
強
く
残
っ
て
い
る
モ
ン
ゴ
ル
習
俗
を
排
除
し
よ
う
と
し

明
朝
が
こ
の
よ
う
に
深
く
、
浸
透
し
て
い
る
モ
ン
ゴ
ル
習
俗
を
排
除
し
て
中
園
風
に
改
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
太
租
貫
録
巻
二
十
六
・
臭
元
年

-75 -

十
月
丙
午
の
僚
に
、

命
百
官
薩
儀
倶
向
左
、
改
右
相
園
魚
左
相
園
、
左
相
園
魚
右
相
園
、
鈴
官
如
之
、

@
 

と
見
え
る
の
が
最
初
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
モ
ン
ゴ
ル
習
俗
を
排
除
す
る
目
的
は
、
第
一
に
は
嘗
時
の
群
雄
割
接
の
紋
勢
に
関
聯
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
臭
元
年
か
ら
洪
武
元
年
に
か
け
て
朱
元
障
が
嘗
面
の
敵
と
し
た
の
は
、
北
方
で
は
擁
廓
帖
木
見
、
南
方
で
は
一
踊
建
の
陳
友
定
、
康
東

の
何
員
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
元
朝
支
配
時
代
に
は
、
蹟
廓
帖
木
見
は
中
書
省
右
丞
相
な
ら
び
に
河
南
王
、
陳
友
定
は
一
隅
建
行
中
書
省
卒
章
政

事
、
何
員
は
江
西
行
中
書
省
左
丞
で
、
い
ず
れ
も
元
朝
の
上
級
官
僚
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
元
朝
が
北
走
し
た
の
ち
も
、
元
朝
勢
力
が
中
園

領
内
の
南
北
に
位
置
し
て
い
る
形
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
に
攻
撃
を
加
え
る
一
方
、
モ
ン
ゴ
ル
習
俗
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
元
朝

の
支
配
が
終
わ
っ
て
漢
民
族
王
朝
の
出
現
し
た
こ
と
を
一
般
民
衆
に
明
確
に
認
識
さ
せ
、
明
朝
へ
の
諦
順
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
第
二

に
、
元
朝
の
支
配
下
に
在
っ
て
辛
酸
を
詰
め
た
漢
民
族
、
特
に
文
人
階
級
の
中
華
意
識
を
燭
設
し
、
彼
等
を
明
朝
に
引
き
つ
け
る
必
要
が
あ
っ

た
。
第
三
に
、
民
衆
聞
に
残
る
元
朝
の
復
興
を
願
う
気
持
を
速
や
か
に
排
拭
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
漢
人
地
主
屠
は
元
朝
に
謝
し
て

75 
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@
 

民
族
的
劉
立
感
を
抱
き
な
が
ら
も
、
質
際
に
は
元
朝
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
保
身
を
園
っ
た
よ
う
に
、
朱
元
路
支
配
下
の
領
域
内

@
 

に
お
レ
て
も
、
元
朝
の
復
興
を
願
う
保
守
勢
力
、か
存
在
し
て
い
た
故
で
あ
る
。

元
の
残
存
勢
力
に
謝
す
る
征
虜
軍
の
武
力
討
伐
に
よ
っ
て
、
洪
武
六
年
に
は
二
十
件
も
あ
っ
た
北
方
か
ら
の
侵
入
が
、

七
年
に
は
二
件
、

八

年
に
は
一
件
と
減
少
し
、

ま
た
洪
武
八
年
八
月
に
お
け
る
搬
廓
帖
木
見
の
死
は
、
元
の
残
存
勢
力
を
急
速
に
弱
鐙
化
さ
せ
た
。
征
虜
軍
は
北
方

七
年
三
月
に
は
大
将
軍
徐
達
等
が
引
き
揚
げ
、
機
廓
帖
木
見
の
死
後
は
李
文
忠
を
主
力
と
し
た
防
備
軍
が
溢

@
 

境
地
帯
に
駐
屯
す
る
だ
け
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
元
の
残
存
勢
力
の
脅
威
が
洪
武
八
年
頃
に
は
、
ほ
ぼ
消
滅
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

以
上
見
た
よ
う
に
、
明
初
の
圏
内
外
の
治
安
欣
況
は
、
洪
武
六
年
か
ら
洪
武
八
年
に
か
け
て
、
ほ
ぼ
安
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

か
ら
の
侵
攻
放
の
減
少
に
鑑
み
、

(B) 

官

僚

不

足

朱
元
疎
が
官
制
を
定
め
た
至
正
二
十
四
年
嘗
時
の
明
朝
の
領
域
は
、

前
述
し
た
よ
う
に
江
南

・
江
北
の

一
部
と
都
陽
湖
周
遊
地
域
で
あ
っ

- 76一

ま
た
嘗
時
は

一
種
の
軍
事
政
様
で
あ
っ
た
か
ら
、
官
制
そ
の
も
の
は
不
完
全
で
あ

り
、
官
僚
は
そ
れ
ほ
ど
多
人
数
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
は
領
域
の
機
大
と
そ
れ
に
つ
れ
て
の
官
制
の
充
寅
に
と
も
な
っ
て
、

た
。
そ
れ
故
、
園
家
臨
制
と
し
て
は
小
規
模
で
あ
っ
た
し
、

急
速
に
官
僚
の
需
要
が
増
し
、
官
僚
の
補
充
が
ま
す
ま
す
緊
急
課
題
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
嘗
時
は
元
末
明
初
の
戦
蹴
に
よ
っ
て
、

し@元
、朝

仕

えー
て

た
官
僚
の
多
く
カl

淘
汰
さ
れ

ま
た
戦
範
下
で
生
き
残
っ
た
元
朝
の
官
僚
の

一
部
は
明
朝
に
よ
る
屠
殺
侮
辱
を
恐
れ
て
隠
逸

@

@
 

一
部
は
元
朝
の
復
興
に
墓
み
を
つ
な
い
で
明
朝
に
蹄
順
せ
ず
、
在
野
の
文
入
居
も
明
朝
に
蹄
順
す
る
も
の
が
少
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
理

由
に
よ
っ
て
、
明
初
に
お
い
て
は
官
僚
に
不
足
を
き
た
し
て
い
た
と
い
い
得
る
。

そ
も
そ
も
一
園
家
に
お
い
て
、
園
家
と
し
て
の
鎧
制
を
整
え
、
機
能
を
瑳
揮
し
て
い
く
た
め
に
は
、

そ
の
鐙
制
お
よ
び
政
策
を
立
案
す
る
上

級
官
僚
と
、

そ
れ
を
質
施
す
る
所
謂
質
務
官
僚
の
雨
者
が
必
要
不
可
依
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
園
家
の
領
域
が
鎖
大
す
る
と
、
そ
れ
に
つ
れ
て

園
家
鐙
制
が
抜
大
し
、
政
策
貫
施
業
務
が
繁
雑
に
な
り
、
そ
れ
に
針
腔
し
て
い
く
た
め
に
は
、
質
務
官
僚
の
増
加
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で



あ
る
。
逆
に
考
え
れ
ば
貧
務
官
僚
が
不
足
し
て
い
る
朕
態
に
お
い
て
は
、
官
僚
制
度
の
披
充
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
ひ
い
て
は
政
権
の
確

立
・
安
定
を
墓
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
朱
元
環
は
寅
務
官
僚
の
養
成
も
し
く
は
徴
用
に
力
を
い
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
方
法
と
し

て
採
用
さ
れ
た
の
が
、
薦
問
苧
・
科
拳
・
園
子
皐
の
三
法
で
あ
る
。

薦
奉
は
、
朱
元
環
が
起
兵
し
て
以
来
、
終
始
用
い
ら
れ
て
き
た
賢
才
徴
用
法
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
四
先
生
と
稽
さ
れ
る
劉
基
・
宋
謙
・
葉

@
 

環
・
章
溢
は
、
朱
元
理
が
漸
江
の
虚
州
を
降
し
た
時
に
、
招
致
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
朱
元
環
が
起
兵
初
期
に
徴
用
し
た
こ
れ
ら

@
 

の
人
物
は
、
劉
基
が
建
闘
の
功
臣
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
を
は
じ
め
、
上
級
官
僚
す
な
わ
ち
政
策
を
立
案
す
る
官
僚
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
責
務
官

僚
を
封
象
と
し
て
薦
翠
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

@

@
 

薦
穆
の
封
象
と
な
っ
た
の
は
、
「
素
志
高
潔
に
し
て
古
今
に
博
逼
し
、
時
宜
に
練
達
す
る
の
土
」
で
あ
り
、
「
時
務
を
識
る
俊
傑
」
で
あ
り
、

@
 

ま
た
「
儒
土
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
分
か
る
よ
う
に
、
儒
者
の
よ
う
に
古
今
の
事
物
に
闘
し
て
博
識
で
あ
り
、
ま
た
時
務
に
通
じ
て
天

下
の
事
情
に
明
る
い
人
物
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
な
人
物
こ
そ
、
嘗
時
の
責
務
官
僚
と
し
て
最
適
で
あ
り
、
そ
れ
故

に
薦
奉
は
直
ち
に
任
用
し
う
る
人
材
を
封
象
に
し
た
と
い
え
る
。
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と
こ
ろ
が
薦
奉
は
朱
元
埠
の
思
惑
通
り
に
は
数
果
を
あ
げ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
江
西
の
儒
土
を
徴
し
て
京
に
至
ら
し
め
、
之
を
官
に
せ

@
 

ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
倶
に
疾
を
以
て
解
す
」
「
有
司
の
詞
求
巌
迫
に
し
て
、
凡
そ
嘗
っ
て
元
に
仕
う
る
者
は
多
く
疑
催
し
て
安
ん
ぜ
ず
。
是
に

⑬

@
 

由
り
て
所
在
驚
擾
す
」
「
然
れ
ど
も
、
才
を
懐
き
徳
を
抱
く
の
士
、
向
多
く
巌
穴
に
悟
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
明
朝
に
よ
る
徴
既
に
麿
じ
な
い

@
 

者
が
多
く
あ
っ
た
。
こ
れ
に
封
し
て
明
朝
は
「
行
く
を
願
わ
ざ
る
も
の
あ
ら
ば
、
有
司
の
騒
迫
を
許
さ
ず
、
そ
の
自
便
を
聴
す
」
と
し
て
出
仕

@
 

に
際
し
て
の
不
安
感
の
一
掃
を
圃
り
、
ま
た
「
躍
も
て
之
を
遣
わ
す
」
等
種
々
の
方
策
を
用
い
た
の
で
、
徴
辞
に
鷹
じ
な
い
者
は
・
次
第
に
減
少

し
た
と
は
い
え
、
こ
の
傾
向
は
そ
の
後
も
績
い
た
。

77 

ま
た
「
中
書
省
に
命
じ
て
選
奉
の
禁
を
巌
し
く
せ
し
む
。
:
:
:
其
れ
書
律
に
粂
通
せ
る
廉
吏
有
ら
ば
、
薦
摩
す
る
を
得
、
賢
を
得
る
者
は
賞

@

@
 

し
、
濫
奉
及
び
賢
を
蔽
う
者
は
罰
す
」
「
有
も
奉
ぐ
る
所
、
用
い
る
所
に
あ
ら
ざ
れ
ば
窓
口
震
る
こ
と
甚
だ
大
な
り
」

「(
厳
〉
曜
の
陳
ぶ
る
所
を
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た親
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fi 
誠

未
だ
時
務

達
せ
ざ
る
者
な
り@

と
あ
る
よ
う
に

薦
奉
さ
れ
る
者
の
中
に
は
時
務
に
逼
ぜ
ず
任
用
に
堪
え
な
い
者
も
い

科
奉
は
、
太
租
貫
録
巻
二
十
二
・
呉
元
年
三
月
丁
酉
の
篠
に

下
令
設
文
武
科
取
士
、

と
あ
る
よ
う
に
、
呉
元
年
(
一
三
六
七
)
に
計
劃
さ
れ
た
。
そ
し
て
太
姐
貫
録
巻
五
十
二
・
洪
武
三
年
五
月
己
亥
の
僚
に
、

詔
設
科
取
士
、
詔
日
:
:
:
自
今
年
八
月
潟
始
、
特
設
科
牽
、
以
起
懐
材
抱
道
之
士
、
務
在
鰹
明
行
修
、
博
通
古
今
、
文
質
得
中
、
名
貫
相

稿
之
士
、
其
中
選
者
、
股
賂
親
策
子
庭
、
観
其
皐
識
、
第
其
高
下
、
市
任
之
以
官
、

と
あ
り
、
明
史
巻
七
十
・
選
奉
二
に
、

明
年
(
四
年
)
、
禽
試
取
中
一
百
二
十
名
、

と
あ
る
よ
う
に
、
洪
武
三
年
(
一
三
七

O
)
八
月
に
至

っ
て
郷
試
が
行
な
わ
れ
、

翌
四
年
に
科
奉
出
身
の
官
僚
が
生
ま
れ
た
。

呉
元
年
の
計
劃
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時
に
、
文
武
詑
用
の
形
を
採
っ
て
い
る
の
は
、
薦
問
挙
が
呉
元
年
ま
で
文
武
誼
用
を
方
針
と
し
て
い
た
の
と
同
様
で
あ
る
が
、
質
際
に
科
奉
が
賓

施
さ
れ
る
洪
武
三
年
に
は
文
場
だ
け
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
朱
元
建
政
権
が
、
こ
の
時
期
に
武
断
か
ら
官
僚
制
度
を
基
礎
と
し
た
文
治
に
移
行

し
始
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
太
組
貫
鎌
倉
六
十
・
洪
武
四
年
正
月
丁
未
の
僚
に
、

上
調
中
書
省
臣
日
・
:
:
印
設
科
取
士
、
令
各
行
省
連
試
三
年
、
庶
賢
才
衆
多
而
官
足
任
使
也
、
自
後
則
三
年
一
一
挙
、
著
震
定
例
、

と
あ
り
、
洪
武
三
年
八
月
に
郷
試
を
始
め
た
の
に
引
き
績
き
、
四
年
・
五
年
・
六
年
と
三
年
間
蓮
績
し
て
科
奉
を
貫
施
す
る
計
劃
が
立
て
ら

れ
た
。
ま
た
太
租
貫
録
巻
七
十
・
洪
武
四
年
十
二
月
辛
巳
の
篠
に
、

上
命
雄
部
、
今
歳
各
慮
郷
試
取
中
間
事
人
、
倶
菟
曾
試
、
悉
起
赴
京
用
之
、
時
吏
部
奏
、
天
下
官
多
依
員
、
故
有
是
命
、

と
あ
り
、

洪
武
四
年
の
禽
試
は
菟
除
さ
れ
翠
人
は
即
時
任
官
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
太
租
貫
録
巻
七
十
九
・
洪
武
六
年
二
月
乙
未
の
篠



上
議
中
書
省
臣
日
、
朕
設
科
奉
、
以
求
天
下
賢
才
、
務
得
経
明
行
修
、
文
質
相
稀
之
士
、
以
責
任
用
、
今
有
司
所
取
、
多
後
生
少
年
、
観

其
文
詞
、
若
可
輿
有
魚
、
及
試
用
之
、
能
以
所
皐
措
諸
行
事
者
甚
寡
、
院
以
貫
心
求
賢
、
而
天
下
以
虚
文
麿
朕
、
非
股
責
貫
求
賢
之
意

也
、
今
各
慮
科
拳
、
宜
暫
停
罷
、

と
あ
る
よ
う
に
、
連
試
は
三
年
目
に
あ
た
る
洪
武
六
年
に
急
逮
中
止
さ
れ
た
。

科
奉
が
封
象
と
し
た
の
は
、
「
材
を
懐
き
遁
を
抱
く
の
士
」
「
経
明
行
修
に
し
て
古
今
に
博
通
し
、
文
質
中
を
得
て
名
貫
相
稿
う
者
」
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
奉
げ
ら
れ
た
準
土
は
即
時
に
任
官
さ
れ
る
が
、

「
聞
学
ぶ
所
を
以
て
、
こ
れ
を
行
事
に
措
く
者
甚
だ
寡
し
」
と
い
っ
た
朕

態
で
あ
り
、
嘗
時
期
待
さ
れ
て
い
た
寅
務
官
僚
と
は
程
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。

@

@
 

園
子
皐
の
設
置
は
、
臭
王
即
位
(
至
正
二
十
四
年
・
一
一
一
一
六
四
〉
よ
り
ほ
ぼ
一
年
牢
後
の
至
正
二
十
五
年
(
乙
巳
年
・
二

皐
が
設
け
ら
れ
た
目
的
は
、
「
函
此
の
如
く
せ
ば
則
ち
内
に
在
り

2ては
、
闘
子
生
日
々
に
漸
く
増
震
贋
し
人
材
の
用
無
き
を
患
え
J九台川♂
」
「
太
皐
吉は

人
材
の
出
ず
る
所
な
h凡刈
y」
と
あ
る
よ
う
に
、
園
家
の
官
僚
と
な
る
べ
き
人
材
を
養
成
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
園
子
皐
の
設
置
時
に
は
、
制
度
上
は
完
備
し
た
が
、
貫
質
上
は
数
育
者
の
員
数
が
不
足
し
て
い
た
。
の
ち
至
正
二
十
六
年
(
一
一
一
一
六

@
 

六〉

二
月
に
至
り
博
士
以
下
の
人
員
を
揃
え
、
翌
年
果
元
年
(
一
三
六
七
〉
に
祭
酒

・
司
業
を
設
け
て
数
育
者
側
の
睦
制
を
横
充
す
旬
。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
見
れ
ば
園
子
皐
が
貧
質
的
に
活
動
を
始
め
る
の
は
至
正
二
十
六
年
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
数
育
者
側
の
瞳
制
の
抜
大
は
、
す
な

わ
ち
園
子
拳
自
睦
の
横
大
で
も
あ
り
、
加
え
て
園
子
生
の
増
加
を
も
意
味
し
て
い
る
。
洪
武
元
年
・
二
年
・
六
年
に
園
子
拳
舎
(
粛
合
)
の
培

@
 

築
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
今
皐
ベ
る
者
、
日
に
衆
く
、
済
合
卑
溢
な
り
」
「
四
方
よ
り
撃
に
来
れ
る
者
ま
す
ま
す
衆
く
、
資
舎
に

@

@
 

充
溢
す
」
と
あ
る
よ
う
に
園
子
生
が
増
加
し
た
た
め
で
あ
る
。

@
 

因
子
皐
の
入
皐
者
に
つ
い
て
は
、
「
民
間
の
子
弟
の
俊
秀
に
し
て
年
十
五
以
上
の
者
」
「
京
官
の
子
弟
の
一
口
問
よ
り
九
品
に
至
る
年
十
二
以
上

の
為
」
「
功
臣
の
子
九
」
等
か
封
象
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
年
齢
が
十
五
歳
も
し
く
は
十
二
歳
以
上
で
あ
り
、
ま
た
功
臣
の
子
弟
に

79 
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閥
し
て
は

@
 

「其
の
子
弟
の
年
幼
き
者
を
し
て、

園
撃
に
入
れ
、
讃
書
せ
し
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、年
齢
が
低
く
、
直
ち
に
官
職
に
つ
く
に
は
若

過
、ぎ
る
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
次
代
を
荷
う
べ
き
園
子
生
に
劃
す
る
教
育
は
、

美
な
る
に
由
る
と
雄
も
、
買
に
亦
た
師
を
得
て
以
て
之
を
造
就
す
e

後
来
の
師
は
敬
う
る
所
以
を
知
ら
ず
、
弟
子
は
皐
ぶ
所
以
を
知
ら
ず
、

@

@
 

に
記
請
を
以
て
能
と
魚
す
、
故
に
卒
に
賞
用
無
き
な
り
」
「
之
を
敬
う
る
の
道
は
、
首
に
正
心
を
以
て
本
と
魚
す
ベ
し
」
「
宜
し
く
輔
く
る
に
貫

骨
世

撃
を
以
て
す
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
性
用
に
耐
え
得
る
賓
皐
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
朕
観
る
に
前
代
の
皐
者
の
出
で
て
世
用
と
漏
る
は
、
其
の
質
の

@
 

そ
れ
で
は
、

こ
れ
ら
園
子
生
が
任
官
さ
れ
た
の
は
何
時
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
洪
武
元
年
に
給
事
中
に
任
官
さ
れ
た
者
が
あ
り
、
ま
た
王
折

の
績
文
献
通
考
巻
五
十
五
島
平
校
考
太
皐
に
、

太
組
洪
武
二
年
津
園
子
生
、
試
用
之
、
巡
行
列
郡
、
奉
其
職
者
、
竣
事
復
命
、
即
擢
行
省
左
右
参
政
、
各
道
按
察
使
会
事
、
及
知
府
等
官
、

と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
す
で
に
洪
武
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
任
官
さ
れ
た
園
子
生
が
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
と
こ
ろ
が
明
史
巻
六
十
九

・
選

監
生
歴
事
、
始
於
洪
武
五
年、
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翠
志
一
に
、

と
あ
り
、
太
租
貫
録
巻
九
十
四
・

洪
武
七
年
十

一
月
乙
酉
の
僚
に
、

賜
諸
司
歴
事
監
生
文
締
衣
、
先
是
上
以
儒
生
専
習
室
田
史
、
未
諸
吏
事
、

一
E
任
之
以
官
、
多
魚
猪
吏
所
侮
、
乃
A
叩
於
諸
司
習
吏
事
、
至
是

命
多
夏
給
衣
賠
之
、

と
あ
り
、
歴
事
監
生
に
閲
す
る
記
事
が
見
え
る
。
こ
の
歴
事
監
生
と
は
、
園
子
生
が
貧
務
官
僚
と
し
て
十
分
に
買
力
を
護
揮
し
得
る
よ
う
に
、

@
 

任
官
前
に
行
な
わ
れ
た

一
穫
の
研
修
制
度
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
園
子
準
に
お
け
る
数
育
が
、
質
製
を
以
て
し
、
世
用
に
耐
え
得
る
人

材
を
養
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

賞
際
に
園
子
生
が
貫
務
に
就
く
と
、
園
子
皐
に
お
い
て
数
育
さ
れ
た
こ
と
だ
け
で
は

不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
逆
に
考
え
れ
ば
、
歴
事
監
生
が
始
め
ら
れ
た
の
は
、
多
数
の
園
子
生
が
質
際
に
任
官
さ
れ
、
賞
務
に

就
い
た
上
で
依
陥
を
露
呈
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
歴
事
監
生
が
洪
武
五
年
に
始
め
ら
れ
た
こ
と
を
見
れ
ば
、
少
な
く
と
も
そ
れ
以
前
に



か
な
り
の
敷
の
園
子
生
が
寅
務
官
僚
と
し
て
任
官
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
朱
元
環
は
薦
拳
・
科
奉
・
園
子
皐
に
よ
っ
て
官
僚
の
徴
酔
育
成
を
行
な
っ
た
が
、
朱
元
湾
政
権
が
貫
務
官
僚
を
最

も
必
要
と
し
た
の
は
、
洪
武
四
年
に
全
園
を
卒
定
す
る
と
と
も
に
園
家
鐙
制
を
整
備
し
、
武
力
に
よ
る
制
監
か
ら
文
人
官
僚
に
よ
る
統
治
に
移

@
 

行
し
て
、
政
権
の
安
定
を
園
っ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
材
確
保
の
中
心
機
関
で
あ
っ
た
園
子
皐
が
、
洪
武
六
年
ま
で
接
大
の
一
途
を
辿

っ
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
需
要
に
追
い
つ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
科
事
に
お
い
て
連
試
三
年
や
舎
試
の
菟
除
を
行
な
っ
て
ま
で
官
僚
不
足
を
補
充

し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
し
も
の
官
僚
不
足
も
、
洪
武
六
年
の
因
子
皐
舎
増
築
以
後
は
、
増
築
の
記
事
が
み
ら
れ
ず
、
科
拳
は
連
試
三
年
目
に
あ
た
る
洪

武
六
年
に
中
止
さ
れ
た
こ
と
を
見
れ
ば
、
洪
武
六
年
頃
に
よ
う
や
く
深
刻
な
官
僚
不
足
の
欣
態
を
脱
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
洪
武
四
年
の
全
園
卒
定
に
と
も
な
う
極
端
な
官
僚
不
足
期
を
、
右
に
述
、ベ
た
特
別
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
乗
り
切

っ
た
後
は
、
官

そ
し
て
、

僚
不
足
に
陥
る
こ
と
は
な
く
、
洪
武
六
年
に
は
、
ひ
と
ま
ず
官
僚
不
足
は
解
消
し
た
と
い
い
う
る
。

以
上
、
述
べ
た
と
こ
ろ
を
穂
括
す
る
な
ら
ば
、
洪
武
九
年
の
中
書
省
の
改
革
は
、

す
で
に
洪
武
四
年
に
事
責
上
内
部
第
質
し
て
い
た
鍾
制
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を
、
治
安
の
安
定
な
ら
び
に
官
僚
不
足
の
解
消
を
待
っ
て
追
認
し、

そ
れ
を
制
度
的
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

洪
武
十
三
年
の
中
書
省
の
慶
止

洪
武
四
年
頃
か
ら
内
部
地位質
し
、
洪
武
九
年
に
制
度
化
さ
れ
た
中
書
省
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
中
書
省
の
職
務
は
し
だ
い
に
六
部
に
移
管
さ
れ
、
六
部
の
諸
政
分
掌
に
射
し
て
大
政
組
撹
を
そ
の
職
務
と
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
大
政
を
線
撹
す
る
中
書
省
は
、
先
に
卒
章
政
事
・
参
知
政
事
な
ど
の
幹
部
階
級
を
贋
止
し
た
こ
と
に
よ
り
、
左
右
丞
相
に
擢

し
だ
い
に
専
権
的
様
相
を
呈
し
始
め
た
。
こ
の
よ
う
な
獄
況
下
、
洪
武
十
年
に
胡
惟
庸
が
中
書
省
左
丞
相
に
就
任
し
た
。

力
が
集
中
し
、
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胡
惟
庸
は
朱
元
環
の
起
兵
嘗
時
か
ら
そ
の
政
権
に
参
じ
、
知
豚
・
遁
剣
等
の
下
級
文
官
か
ら
急
速
に
中
書
省
左
丞
相
に
昇
進
し
た
。
こ
れ
は
、
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胡
自
身
の
政
治
手
腕
に
も
よ
る
が
、
建
園
の
動
臣
が
洪
武
三
年
の
「
大
封
功
臣
」
に
よ
っ
て
現
役
官
僚
か
ら
除
外
さ
れ
、
明
朝
が
文
官
に
よ
る

@
 

政
治
健
制
に
移
行
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
加
え
て
、
建
園
の
動
臣
で
あ
る
李
善
長
と
姻
戚
闘
係
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
左
丞
相
と
な
っ
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て
よ
り
、
そ
の
権
力
は
念
激
に
強
大
と
な
っ
た
。
明
史
各
三
百
八
・
列
停
百
九
十
六
・
胡
惟
庸
俸
に
、

四
方
操
準
之
徒
及
功
臣
武
夫
失
職
者
、
争
走
其
(
胡
惟
庸
〉
門
、
鎖
遣
金
皇
巾
名
馬
玩
好
、
不
可
勝
数
、

と
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
こ
と
を
如
買
に
示
す
一
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
洪
武
三
年
の
「
大
封
功
臣
」
に
よ
っ
て
現
役
官
僚
か
ら
除
外
さ
れ
た
建

園
の
動
臣
達
が
、
胡
惟
庸
の
専
権
を
頼
っ
て
、
そ
の
も
と
に
参
集
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
皇
帝
濁
裁
瞳
制
の
確
立
を
志
向
す
る
朱
元

建
の
方
針
と
低
鯛
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
に
中
書
省
専
様
化
に
劉
虚
す
る
方
策
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
太
組
貫
録
巻
百
十
二
・
洪
武
十
年
五
月
庚
子
の
僚
に
、

命
太
師
韓
園
公
李
善
長

・
曹
園
公
李
文
忠
、
共
議
軍
園
重
事
、
九
中
書
省
・
都
督
府
・
御
史
蓋
悉
徳
之
、
議
事
允
嘗
、
然
後
奏
聞
、
行
之
、

と
あ
る
よ
う
に
、
朱
元
埠
は
動
臣
李
善
長
・
李
文
忠
に
政
務
の
監
督
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
書
省
の
濁
断
専
権
を
阻
止
し
よ
う
と
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し
た
。
し
か
し
、
こ
の
劃
策
も
貫
款
が
上
が
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
新
た
な
封
策
を
講
じ
て
い
る
。
太
組
貫
録
巻
百
十
七
・

洪
武
十
一
年
三
月
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壬
午
の
篠
に
、

上
命
躍
部
臣
目
、
・

:
:
胡
元
之
世
、
政
専
中
書
、
凡
事
必
先
開
報
、
然
後
奏
聞
、
其
君
又
多
昏
蔽
、
是
致
民
情
不
通
、
尋
至
大
晶
、
深
可

震
戒
、
爾
瞳
部
其
定
奏
式
、
申
明
天
下
、

と
あ
る
。
こ
の
解
韓
と
し
て
鄭
暁
は
、
鄭
端
簡
公
吾
皐
編

・
百
官
述
上
・
中
書
省
の
項
に
、

(
洪
武
〉
十

一年、

禁
六
部
奏
事
、
不
得
関
白
中
書
省
、

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
こ
の
史
料
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
新
た
な
奏
式
を
定
め
て
、
中
書
省
と
六
部
と
の
聯
闘
を
断
と
う
と
し
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
太
組
貫
録
巻
百
二
十
六

・
洪
武
十
二
年
九
月
笑
卯
の
僚
に
、

以
逼
政
使
司
左
参
議
方
痛
魚
中
書
省
左
参
政
・
:
:
以
奏
封
詳
明
、
陸
今
官
、



と
あ
り
、
そ
の
翌
日
甲
辰
の
僚
に
、

'
以
重
慶
府
知
府
股
哲
魚
中
書
省
右
参
政

と
あ
る
よ
う
に
、
洪
武
九
年
の
改
革
に
お
い
て
腹
止
し
た
参
知
政
事
を
再
び
設
置
し
、
中
書
省
内
部
に
お
い
て
、
左
右
丞
相
の
専
櫨
を
抑
制
し

よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
洪
武
十
二
年
に
、
中
書
省
の
専
擢
化
を
顕
著
に
示
す
事
件
が
起
こ
ア
た
。
太
租
貫
録
巻
百
二
十
六
・
洪
武
十
二
年
九

月
戊
午
の
僚
に
、

占
城
園
王
阿
答
阿
者
遺
其
臣
陽
須
文
旦
、
準
表
及
象
馬
方
物
、
中
書
省
臣
不
以
時
奏
、
内
臣
出
外
、
見
其
使
者
、
以
聞
、
上
韮
召
使
者
見

之
、
歎
目
、
翠
蔽
之
害
、
乃
至
此
哉
、
因
数
責
省
臣
日
:
:
:
今
占
城
来
貢
、
方
物
既
至
、
爾
宜
以
時
告
、
躍
進
使
者
、
顧
乃
詑
然
若
問

聞
知
、
震
宰
相
輔
天
子
、
出
納
帝
命
、
懐
柔
四
夷
者
、
固
嘗
如
是
耶
、
丞
相
胡
惟
庸
・
在
贋
洋
等
、
皆
叩
頭
謝
罪
、

と
あ
る
よ
う
に
、
中
書
省
が
占
城
園
の
朝
貢
を
報
告
せ
ず
に
放
置
し
て
い
た
こ
と
が
設
問
覚
し
た
。
そ
の
た
め
朱
元
環
は
、

害
」
と
し
て
、
左
丞
相
胡
惟
庸

・
右
丞
相
証
贋
洋
の
責
任
を
追
及
し
た
。

そ
れ
を
「
翠
蔽
の
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こ
こ
に
、
胡
惟
庸
の
専
権
ひ
い
て
は
中
書
省
の
専
権
に
劉
慮
す
る
た
め
、
洪
武
十
三
年
に
、
胡
惟
庸
の
獄
を
契
機
と
し
て
、
中
書
省
を
腰
止

す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
旬
。
そ
し
て
、
太
組
貫
録
巻
二
百
三
十
九
・
洪
武
二
十
八
年
六
月
己
丑
の
僚
に
、

我
朝
罷
相
、
設
五
府
・
六
部
・
都
察
院
・
逼
政
司
・
大
理
寺
等
街
門
、
分
理
天
下
庶
務
、
彼
此
韻
頑
、
不
敢
相
匪
、
事
皆
朝
廷
徳
之
、
所

以
穏
賞
、
以
後
嗣
君
誼
不
許
立
丞
相
、
臣
下
敢
有
奏
請
設
立
者
、
文
武
群
臣
即
時
劾
奏
、
昆
以
重
刑
、

@
 

と
あ
る
よ
う
に
、
以
後
丞
相
を
設
け
る
こ
と
を
固
く
禁
じ
、
租
訓
と
し
て
残
し
た
。

@
 

中
書
省
康
止
後
、
朱
元
埠
は
同
十
三
年
九
月
に
、
四
輔
官
を
設
け
、
同
十
五
年
に
至
っ
て
宋
制
に
倣
い
、
大
開学
士
を
設
置
し
て
、
左
右
に
侍

@
 

せ
し
め
た
。
こ
こ
に
、
永
繁
朝
に
確
立
さ
れ
明
代
を
通
じ
て
園
家
の
中
枢
機
関
と
な
る
内
閣
制
の
端
緒
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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明
の
太
租
朱
元
障
は
、
至
正
二
十
四
年
(
一
三
六
四
)
に
臭
王
と
な
り
、
直
ち
に
元
代
制
度
を
踏
襲
し
て
中
書
省
を
中
極
機
関
と
す
る
官
制
を

制
定
し
、

の
ち
洪
武
九
年
に
官
制
改
革
を
断
行
し
て
中
書
省
卒
章
政
事
な
ら
び
に
参
知
政
事
を
底
止
し
、
次
い
で
洪
武
十
三
年
に
は
中
霊園省
を

膿
止
し
た
。

と
こ
ろ
が
至
正
二
十
四
年
の
設
置
時
よ
り
、
中
書
省
の
接
選
を
辿

っ
て
み
る
と
、
洪
武
九
年
以
前
に
既
に
貫
質
的
に
内
部
愛
質
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
職
務
内
容
を
見
る
と
、
設
置
時
よ
り
洪
武
四
年
に
至
る
ま
で
は
、
諸
政
全
般
を
統
轄
し
て

い
た
が
、
洪
武
四

年
を
境
と
し
て
、

し
だ
い
に
六
部
に
諸
政
を
分
掌
せ
し
め
、
中
書
省
は
大
政
組
関
を
そ
の
職
務
と
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
結
果
、

参
知
政

ま
た
、
中
書
省
の
人
員
構
成
を

事
の
員
数
は
洪
武
四
年
を
境
と
し
て
減
少
し
始
め
、
洪
武
八
年
に
は

一
人
の
在
任
者
を
見
る
だ
け
と
な
っ
た
。

見
れ
ば
、
初
期
の
中
書
省
に
は
、
建
閣
の
勤
臣
で
あ
る
武
人
が
多
数
構
成
員
と
な
っ
て
い
た
が
、
洪
武
三
年
の
「
大
封
功
臣
」
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
武
人
勢
力
を
行
政
面
の
現
役
官
僚
か
ら
除
外
し
た
結
果
、
組
て
武
人
が
占
め
て
い
た
卒
章
政
事
は
、
貫
質
的
に
は
在
任
者
が
無
く
な

以
上
の
よ
う
に
、
中
書
省
に
お
い
て
は
洪
武
四
年
に
は
、
ほ
ぼ
そ
の
内
部
饗
質
を
終
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
洪
武
九
年
に
卒
章
政
事

・
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り
、
底
止
さ
れ
た
も
同
然
の
状
態
と
な
っ
た
。

参
知
政
事
の
駿
止
が
決
定
さ
れ
た
の
は
、
官
制
改
革
を
行
な
い
得
る
朕
況
の
成
熟
を
待
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
欣
況
と
は
、
す
な
わ
ち
園
内

外
の
治
安
の
安
定
な
ら
び
に
寅
務
官
僚
の
充
足
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
治
安
に
闘
し
て
は
、
圏
内
は
洪
武
六
年
よ
り
反
飽
数
が
減
少
し
、
し
だ

い
に
安
定
期
に
入
り
、
圏
外
す
な
わ
ち
元
朝
の
残
存
勢
力
は
、
武
力
討
伐
な
ら
び
に
モ
ン
ゴ
ル
習
俗
の
排
除
に
よ
っ
て
、
洪
武
八
年
に
は
弱
鐙
化

し
た
。
ま
た
貫
務
官
僚
に
つ
い
て
は
、
園
子
撃
の
充
買
な
ら
び
に
科
穆
の
連
試
三
年
な
ど
に
よ
っ
て、

洪
武
六
年
に
は
ひ
と
ま
ず
充
足
し
た
。

要
す
る
に
、
洪
武
元
年
の
即
位
、

洪
武
四
年
の
全
圏
平
定
に
と
も
な
う
政
治
方
針
の
韓
換
に
よ
っ

て
、
事
寅
上
同
変
質
し
て
い
た
中
書
省
の
機

構
を
、
制
度
化
し
得
る
紋
況
が
整
う
の
を
待
っ
て
断
行
し
た
の
が
、
洪
武
九
年
の
官
制
改
革
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
洪
武
九
年
の
改
革

は
、
現
状
に
制
度
を
適
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
期
か
ら
、
洪
武
朝
は
元
朝
よ
り
踏
襲
し
た
制
度
を
改
饗
し
、
濁
自

の
園
家
機
構
の
確
立
に
向
か
う
の
で
あ
る
。



洪
武
九
年
の
改
革
よ
り
同
十
三
年
の
贋
止
に
い
た
る
獣
況
を
見
る
と
、
中
書
省
は
九
年
の
改
革
に
よ
っ
て
機
構
上
も
、

は
左
右
丞
相
・
左
右
丞
を
残
す
だ
け
と
な
っ
た
こ
と
、
な
ら
び
に
職
務
上
は
大
政
線
撹
を
措
賞
し
た
こ
と
に
よ
り
、

主
要
官
職
と
し
て

一
部
官
僚
、
特
に
左
右
丞

相
に
よ
る
専
様
化
の
傾
向
が
顕
著
と
な
り
、
加
え
て
胡
惟
庸
が
左
丞
相
と
な
っ

て
、
強
大
な
権
力
を
握
る
に
至

っ
た
。
こ
の
た
め
、
皇
帝
と
六

部
と
が
直
結
さ
れ
、
中
書
省
を
園
政
慮
理
経
路
か
ら
除
外
し
、
つ
い
に
は
胡
惟
庸
の
獄
を
契
機
と
し
て
中
書
省
を
底
止
し
、
そ
れ
に
績
い
て
大

制
e

つ
く
り
を
完
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

規
模
な
官
制
改
革
が
断
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
洪
武
十
三
年
に
お
け
る
官
制
改
革
は
、
洪
武
九
年
よ
り
始
ま
っ
た
濁
自
の
鐙

以
上
見
た
よ
う
に
、
朱
元
障
が
呉
王
と
な
っ
た
至
正
二
十
四
年
よ
り
洪
武
十
三
年
ま
で
の
十
七
年
間
は
、
明
の
太
租
朱
元
踏
の
創
業
期
に
嘗

た
り
、
中
書
省
の
饗
遷
は
こ
の
時
期
の
動
向
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
洪
武
朝
は
中
書
省
の
贋
止
に
よ
り
、
そ
の
建
国
期
よ
り
守

成
期
へ
の
脱
皮
を
果
た
し
、
猫
裁
鐙
制
を
確
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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註①

田

村
賞
造
「
明
の
時
代
性
に
つ
い
て
|
大
組
の
統
治
方
針
を
中
心
と
す

る
|
」
(
史
林
第
三
十
省
第
二
腕
、
一
九
四
五
年
〉
、
山
根
幸
夫
「
明
太
租

政
権
の
確
立
期
に
つ
い
て
制
度
史
的
側
面
よ
り
み
た
l
」
(
史
論
第
十

三
集、

一
九
六
五
年
)
、
同

コ
冗
末
の
反
飢
と
明
朝
支
配
の
確
立
」
(
『
岩
波

講
座
世
界
歴
史
』
第
十
二
車
旬
、
岩
波
書
底
、

一
九
七
一
年
)
、
荻
原
淳
卒

「
明
朝
の
政
治
鰻
制
」
(
京
都
大
摩
文
筆
部
研
究
紀
要
第
十
て
一
九
六

七
年
)
、
宮
崎
市
定
「
洪
武
か
ら
永
集
へ
|
初
期
明
朝
政
権
の
性
格
|
」

(
東
洋
史
研
究
第
二
十
七
谷
第
四
鋭
、
一
九
六
七
年
)
な
ど
。
ま
た
中
園

に
お
け
る
研
究
と
し
て
は
、
奥
恰
「
朱
元
琢
停
』

C
ニ
聯
書
広
、
一
九
四

九
年
)
、
陳
鳴
鐘
「
略
論
洪
武
年
間
的
中
央
集
権
政
策
」
(
史
皐
月
刊

一九

五
七
年
九
月
〉
、
呉
絹
筆
「
論
明
代
時
四
相
輿
相
権
之
鞠
移
」
〈
大
陸
雑
誌
第

- 85ー

三
十
四
谷
第
一
期
、

な
ど
が
あ
る
。

②

山
根
、
前
掲
「
元
末
の
反
蹴
と
明
朝
支
配
の
確
立
」
。
宮
崎
、
前
掲
論
文
。

③
山
根
、
前
掲
「
明
太
組
政
機
の
確
立
期
に
つ

い
て
」
内
萩
原
、
部
掲
論

文。

④

山
根
、
前
掲
論
文
。
間
野
潜
龍
「
明
代
都
察
院
の
成
立
に
つ
い
て」

(
史
林
第
四
十
三
省
第
二
鋭
、
一
九
六

O
年)。

⑤

山
根
、
前
掲
論
文
、
三
J
六
頁
。

⑥

和
田
清
編
『
支
那
官
制
設
逮
史
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
七
三
年
、
復
刻

版
、
一
八
四
J
六
頁
)
。
宮
崎
市
定
「
宋
代
官
制
序
説
|
宋
史
職
官
志
を

如
何
に
毅
む
べ
き
か
l
」
(
佐
伯
富
編
『
宋
史
職
官
士
山
索
引
』
所
牧
、
東

一
九
六
七
年
。

『明
代
制
度
史
論
叢
』
上
舶
に
復
載
)
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洋
史
研
究
舎
、
一
九
七
四
年
〉
。

⑦
太
租
貫
録
各
四
十
九
・
洪
武
三
年
二
月
戊
子
の
係
、

上
議
廷
臣
日
、
六
部
総
領
天
下
之
務
:
:
:
惟
六
部
政
繁
任
重
、
而
在

位
未
澄
得
人
、

③
太
組
貫
録
谷
五
十
・

洪
武
三
年
三
月
壬
寅
の
線
、

遜
兵
部
向
書
勝
徳
矯
戸
部
向
書
、
以
資
州
府
知
府
尋
活
魚
戸
部
左
侍

郎
、
程
進
岳
地
戸
部
右
侍
郎
、
上
稔
之
日
、
六
部
総
領
諸
司
、
賓
待
要

職
、
而
戸
部
出
納
天
下
銭
穀
、
尤
翁
繁
重
、

⑨

太

租
貫
録
翁
七
十
四
・
洪
武
五
年
六
月
以
宍
巳
の
係
、

定
六
部
職
掌
・
:
各
(
属
〉
部
設
邸
中
、

員
外
郎
、
主
事
、
分
掌
其

事
、
而
以
倫
書
・
侍
郎
、
総
其
政
務
、

⑩
山
根
氏
は
前
掲
「
明
太
租
政
権
の
確
立
期
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、

「
:
:
:
こ
れ
ま
で
定
員
一
名
で
あ
っ
た
向
書

・
侍
郎
が
そ
れ
ぞ
れ
二
名
と

な
り
、
こ
こ
で
も
ま
た
長
官
複
数
制
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
太

組
が
権
限
の
分
散
化
を
は
か
っ
た
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
」
(
七
頁
)

と
述
べ
て
い
る
が
、
洪
武
六
年
以
前
に
お
い
て
も
、
吏
部
の
愈
同
〈
在
任

洪
武
四
年
五
月
J
七
年
六
月
〉
と
組
事
堅
(
同
五
年
l
九
年
正
月
)
と
呂

随
一
(
同
五
年
七
月
J
八
年
六
月
)
、
戸
部
の
徐
本
(
同
四
年
六
月
J
五
年

三
月
)
と
海
淵
(
同
四
年
八
月
J
五
年
六
月
)
、
礎
部
の
陶
凱
(
同
三
年

七
月
J
六
年
二
月
〉
と
楊
訓
文
(
同
一
一
一
年
九
月
J
四
年
五
月
)
、
工
部
の

安
然
(
同
三
年
九
月
J
五
年
一
一
一
月
)
と
安
慶
(
同
三
年
九
月
J
四
年
九
月
〉

の
よ
う
に
向
蓄
が
二
人
な
い
し
は
三
人
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
故
、
こ
の
向
番
複
数
制
は
権
力
を
分
散
す
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
職
務
が

繁
雑
に
な
っ
た
た
め
で
も
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
就
任
な

ら
び
に
退
任
に
関
し
て
は
、
寅
開
華
「
洪
武
十
三
年
前
中
書
省
轄
下
之
六

部
向
書
年
表
」
(
『
明
史
論
集
』
所
牧
、
香
港
開
設
印
務
公
司
、

一
九
七
二

年
)
に
よ
っ
た
。
ま
た
、
月
の
部
分
が
空
欄
の
も
の
は
、
策
氏
の
用
い
た

史
料
以
外
の
図
朝
献
徴
録

・
園
朝
列
卿
記
に
よ
っ
て
も
不
明
で
あ
る
。

⑪
太
租
質
録
各
百
二
・
洪
武
八
年
十
一
月
丁
丑
の
係
、

命
増
設
六
部
官
員
、
中
室
田
省
議
奏
、

戸
刑
工
三
部
、
庶
事
浩
繁
、
今

定
戸
部
震
五
科
、
毎
科
設
向
書
・
侍
郎
各
一
人
:
・
・
刑
部
潟
四
科
、

毎
科
設
向
書

・
侍
郎
:
;
・
工
部
篤
四
科
、
毎
科
設
尚
書

・
侍
郎
:
・
:

吏
種
兵
三
部
官
の
奮
、
従
之
、

⑫
六
部
の
官
僚
数
に
つ
い
て
は
、
山
板
前
掲
論
文
に
表
示
さ
れ
て
い
る

(
七
・
八
頁
)
。

⑬
至
正
二
十
四
年
十
一
月
辛
酉

太
組
謂
中
書
省
日
、
立
図
之
初
、
致
賢

震
急
、
:
・
:
但
佳
人
之
道
、
小
大
軽
重
、
各
適
其
宜
、

至
正
二
十
六
年
正
月
命
中
書
省
録
用
諸
司
劾
退
官
員
、

奥
元
年
七
月
丙
子
除
郡
豚
官
二
百
三
十
四
人
、
太
組
一
車
問
中
書
省
匡
言
、

洪
武
元
年
八
月
丙
子
太
組
謂
中
書
省
臣
日
、
任
人
之
道
、
因
材
而
授

職
、洪

武
三
年
十
二
月
美
酉
吏
部
言
、
守
令
職
、
主
牧
民
:
:
:
而
知
府
職

任
尤
難
、

洪
武
四
年
三
月
庚
氏
吏
部
言
、
天
下
有
司
官
員
、
倒
任
未
久
、
賢
否

未
明
、洪

武
四
年
十
二
月
辛
巴
吏
部
奏
、
天
下
官
多
紋
員
、

⑬
洪
武
元
年
十
二
月
中
書
省
奏
・
:
:
・
天
下
州
市
肺
墾
田
七
百
七
十
徐
頃
、

洪
武
二
年
十
二
月
庚
寅
戸
部
奏
、
是
歳
天
下
郡
豚
墾
田
八
百
九
十
八

頃、
洪
武
三
年
十
二
月
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五
頃
二
十
畝
、

⑮
呉
元
年
正
月
戊
氏
太
租
謂
中
書
省
臣
日
:
:
:
其
府
(
太
卒
態
天
宣
城

諸
郡
〉
租
賦
、
宣
奥
量
菟
、
少
鷺
民
力
、

洪
武
三
年
五
月
丙
辰
菟
蘇
州
遁
負
秋
糧
三
高
五
百
八
十
徐
石
、
先
是
、

戸
部
奏
、

洪
武
三
年
六
月
辛
己
太
組
議
中
書
省
臣
日
、
蘇
松
嘉
杭
五
郡
:
:
:
命

三
年
不
徴
其
税
、

洪
武
五
年
二
月
丙
氏
戸
部
奏
、
太
源
河
曲
等
懸
:
:
:
錨
之
、

洪
武
五
年
十
一
月
美
亥
中
書
省
言
、
河
開
府
清
献
二
州
、
異
定
府
隆

卒
豚
、
卒
涼
府
:
・
・
詔
蛇
菟
田
租
、

⑮
呉
元
年
十
二
月
葵
亥
中
書
省
議
、
科
池
州
宣
徽
太
卒
諮
府
民
布
嚢
運

糧、
洪
武
-四
年
八
月
甲
午
戸
部
奏
、
近
餓
運
四
川
糧
儲
、

@
洪
武
元
年
十
二
月
辛
未
太
租
詔
中
書
省
、
令
趨
官
定
喪
服
之
制
、

洪
武
三
年
三
月
太
組
命
中
書
護
部
官
:
:
:
考
歴
代
朝
服
公
服
之
制
、

洪
武
三
年
三
月
甲
寅
太
租
命
謹
部
考
定
諸
王
冊
費
制
及
冊
封
積
儀
、

洪
武
四
年
正
月
戊
子
詔
礎
部
、
参
考
歴
代
記
郊
廟
枇
稜
日
月
諸
神
完

服
井
百
官
陪
祭
冠
服
之
制
、

⑬
洪
武
元
年
五
月
丙
寅
太
租
命
中
書
省
稽
諸
賂
土
軍
功
、

洪
武
三
年
十
一
月
壬
辰
太
租
命
大
都
督
府
兵
部
録
上
諸
将
功
績
、

⑬
奥
元
年
十
月
甲
寅
太
租
命
中
書
省
定
律
令
、

洪
武
六
年
閏
十
一
月
庚
寅
、
詔
刑
部
向
書
劉
惟
謙
詳
定
大
明
律
、

②
洪
武
二
年
十
一
月
丁
酉
中
書
省
奏
請
・
:
:
越
国
後
堂
、

洪
武
四
年
正
月
戊
子
太
租
命
中
霊
園省
定
議
親
王
宮
殿
制
度
、
工
部
倫

書
張
允
等
議
、

洪
武
四
年
五
月
丙
寅
詔
立
大
祉
壇
子
中
都
、
命
工
部
、

@

(

表

2
〉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
建
園
の
勲
匡
の
多
く
は
、
「
大
封
功

匡
」
に
よ
っ
て
行
政
面
の
現
役
官
僚
か
ら
除
外
さ
れ
、
洪
武
十
三
年
の
胡

惟
庸
の
獄
お
よ
び
二
十
三
年
の
這
論
、
そ
し
て
二
十
六
年
の
藍
玉
の
獄
に

よ
っ
て
、
設
せ
ら
れ
あ
る
い
は
政
治
の
第
一
線
か
ら
退
け
ら
れ
た
。

②
李
伯
昇
は
も
と
張
土
誠
の
臣
下
で
あ
っ
た
。
明
史
容
百
二
十
一
二
・
張
土

誠
停
、李

伯
昇
仕
土
誠
至
司
徒
、
銃
降
、

③
李
思
湾
は
も
と
元
朝
の
中
書
卒
章
政
事
で
あ
っ
た
。
太
租
貫
録
省
四
十

一
・
洪
武
元
年
四
月
丁
丑
の
係
、

右
副
将
軍
漏
宗
異
師
至
臨
挑
、
李
恩
旗
開
降
、

@
太
組
賞
鎌
倉
五
十
九
・
洪
武
三
年
十
二
月
辛
巳
の
篠
に
、

指
揮
同
知
李
伯
昇
篤
中
書
卒
章
、
左
丞
李
恩
湾
陵
中
書
卒
章
:
:
:
皆

起
兵
降
附
之
臣
、
上
欲
優
待
之
、
故
倶
A
長
線
而
不
親
事
、

と
あ
る
。
ま
た
舜
山
堂
別
集
・
各
四
十
六
・
中
書
省
表
に
、

:
:
:
高
帝
定
江
左
、
以
至
卸
大
位
、
の
置
中
霊
園
省
、
罷
令
不
設
、
徐

倶
如
故
、
洪
武
三
年
草
卒
章
政
事
、
食
縁
者
不
在
卒
、

と
あ
り
、
明
末
の
王
世
貞
は
、
す
で
に
洪
武
=
一
年
に
卒
章
政
事
が
賓
質
的

に
は
慶
止
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

③
太
租
貫
録
名
百
・
洪
武
八
年
五
月
丙
辰
の
係
、

成
州
府
青
田
勝
楊
山
民
業
保
伍
等
矯
盗
、
命
銭
塘
衛
指
揮
ム
炊
事
買
珍

討
捕
之
、

太
祖
賞
録
谷
十
四
・
甲
辰
年
春
正
月
丙
寅
朔
の
係
、

李
善
長
・
徐
逮
等
奉
上
篤
実
王
:
:
:
建
百
司
官
属
:
:
:
以
李
義
国
長
潟

右
相
園
、
徐
遺
骨
周
左
相
園
、

- 87ー
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な
お
、
こ
の
向
右
の
風
は
笛
時
と
し
て
は
嘗
然
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
り
、
朱
元
路
に
も
そ
れ
が
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
、

至
正
十
五

年
三
三
五
五
)
に
笛
時
ま
だ
郭
子
輿
配
下
の
新
進
で
あ
っ
た
朱
元
障

が
、
郭
子
輿
に
よ
っ
て
和
陽
城
守
に
抜
擢
さ
れ
た
時
の
様
子
を
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

太
租
貫
録
怨
二

・
乙
未
年
正
月
戊
午
朔
の
は
師
、

然
諸
師
向

(
郭
)
子
興
奮
部
曲
、
皆
比
肩
之
人
、
而
年
叉
長
、

一
旦
居
其

上
、
恐
衆
心
不
悦
、
乃
密
令
人
悉
徹
去
聴
事
公
座
、
惟
以
木
楊
宣
子

中
、
侯
且
曾
・
:
・
諸
将
皆
先
入
、
上
濁
後
至
、
時
坐
席
向
右
、
諸
終
悉

坐、

惟
虚
左
末
一
席
、
上
印
就
坐
、
不
篤
異
e
i
--
濁
上
剖
決
如
流
、

成
得
其
宜
、
衆
心
檎
屈
服
、

②
モ
ン
ゴ
ル
習
俗
排
除
の
例
に
よ
く
引
用
さ
れ
る
太
租
質
鎌
倉
三
十

・
洪

武
元
年
二
月
壬
子
の
「
詔
復
衣
冠
如
唐
制
」
の
僚
の
ほ
か
に
、
次
の
よ
う

な
史
料
が
あ
る
。

太
租
賓
鎌
倉
三
十
七

・
洪
武
一冗
年
十
二
月
辛
未
の
係
、

監
察
御
史
高
原
侃
言
、

京
師
人
民
、
循
習
元
氏
沓
俗

・・

乞
禁
止
以

厚
風
化
、
上
是
其
言
:
:
:
令
穂
官
定
官
民
喪
服
之
制
、

太
租
貫
録
昌
也
七
十
三
・

洪
武
五
年
三
月
辛
亥
の
篠
、

令
護
部
重
定
官
民
相
見
離
:
:
自
即
位
之
初
、
即
加
禁
止
、

然
嘗
習

不
能
護
革
、

御
製
大
詰

・
胡
元
制
治
第
三
、

胡
元
入
主
中
園
:
:
:
胡
元
之
治
天
下
、
風
移
俗
幾
九
十
三
年
奈
・

鋲
掲
韮
哩
一
一
白
、
童
心
力
、
終
放
不
能
化
笑
、
鳴
呼
銀
哉
、

こ
れ
ら
を
見
れ
ば
、
モ
ン
ゴ
ル
習
俗
を
排
除
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難

で
あ
っ
た
か
が
分
か
る
。
そ
も
そ
も
、
一
つ
の
枇
曾
習
俗
を
一
朝
一
夕
に
、

あ
る
い
は
意
闘
的
に
改
製
す
る
こ
と
自
慢
が
無
理
な
の
で
あ
る
。

そ
れ

故
、
朱
元
踏
の
意
闘
に
反
し
て
モ
ン
ゴ
ル
習
俗
が
中
園
祉
曾
に
長
く
残
存

す
る
こ
と
に
な
る
の
は
賞
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
元
の
残
存
勢
力

が
衰
退
す
る
と
、
モ
ン
コ
ル
習
俗
を
排
除
す
る
必
要
性
も
減
少
し
、
ま
た

閣
内
に
お
け
る
元
朝
の
復
興
を
願
う
保
守
階
層
も
、
朱
元
蕗
政
権
に
錦
順

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

③
相
田
洋
「
『
元
末
の
反
飢
』
と
そ
の
背
景」

(
歴
史
察
研
究
三
六
一
統

・

一
九
七

O
年
)
十
二
頁
。

③

太

租
賓
録
昌
也
五
十
二

・
洪
武
三
年
五
月
丁
酉
の
篠
に
、

山
西
析
州
官
安
時
敏
、
静
築
豚
丞
欝
章
等
、
私
通
元
四
大
玉
、

陰
洩

軍
中
消
息
、
欲
篤
鋭
、

と
あ
る
よ
う
に
、
元
の
残
存
勢
力
と
通
じ
る
者
が
い
た
。

@
太
組
貫
録
名
七
十
八

・
洪
武
六
年
正
月
壬
子
の
係
、

命
貌
園
公
徐
逮

・
曹
園
公
李
文
忠
往
山
西

・
北
卒
、
練
兵
防
透
、

洪
武
八
年
二
月
に
徐
逮
と
共
に
ひ
と
ま
ず
京
師
に
鏑
還
し
た
李
文
忠

は
、
同
年
七
月
に
再
び
北
卒
に
お
い
て
、

透
境
防
備
に
従
事
す
る
。

太
租
質
銀
出
世
百

・
洪
武
八
年
七
月
壬
氏
の
係
、

命
苗
日
閣
公
李
文
忠
篤
征
虜
左
副
将
軍
、
済
蜜
7

侯
顧
時
震
左
副
副
将

軍
、
往
山
西
・
北
卒
、
整
率
軍
馬
、

ま
た
、
湯
和
・
侍
友
徳
ら
が
、
延
安
に
お
い
て
遊
境
防
備
に
従
事
す
る
。

太
組
貫
録
谷
百
三
・

洪
武
九
年
正
月
の
僚
、

是
月
、
命
中
山
侯
湯
和
・
頴
川
侯
侍
友
徳
:
;
:
帥
師
往
延
、
防
備
、

奥
捨
、
前
掲
書
『
朱
一
冗
環
侍
』
一
四
四
J
一
四
六
頁
。

前
注
@
・
@
参
照
。

廿
二
史
割
記
容
三
十
二
「
明
初
文
人
多
不
仕
」

-88ー
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太
組
賞
録
晶
各
也
八
.
庚
子
(
二

徴
育
田
劉
基
、
龍
泉
章
溢
、
麗
水
葉
深
、

金
華
宋
糠
至
建
康
、
初
上

在
婆
州
、
既
召
見
宋
灘
、
及
克
庭
州
、
叉
有
薦
基
及
溢
深
者
、
上
素

閲
英
名
、
卸
遺
使
以
書
幣
徴
之
、

太
組
貫
録
谷
五
十
八

・
洪
武
三
年
十
一
月
乙
卯
の
係
、

封
中
書
右
丞
在
康
洋
矯
忠
勤
伯
、
御
史
中
丞
粂
弘
文
館
撃
土
劉
基
篤

誠
意
伯
、

太
組
賓
録
申
世
間
十
四
・
洪
武
二
年
八
月
庚
寅
の
係
、

教
中
書
省
、
令
天
下
郡
師
肺
患
素
志
高
潔
、
博
通
古
今
、
練
達
時
宜
之

士、
太
組
貫
録
各
五
十
九
・

洪
武
三
年
十
二
月
己
巳
の
係
、

上
回
・

:
朕
訪
求
人
材
、
欲
得
識
時
務
俊
傑
而
用
之
、
今
観
(
殿
)
積

所
陳
、
誠
未
遂
時
務
者
也、

太
祖
貫
録
省
二
十
四
・
臭
元
年
八
月
丙
寅
の
係
、

徴
江
西
儒
士
頚
六
奇
、
斎
飛
鳳
、
劉
子
等
、
至
京
、
欲
宮
之
、
倶
以

疾
僻
、

前
注
③
参
照
。

太
組
貫
録
谷
三
十

一
・
洪
武
元
年
三
月
戊
子
の
係
、

命
中
書
省
給
傍
撫
安
山
東
郡
豚
、
先
是
、
朝
廷
以
大
将
軍
徐
逮
既
下

山
東
、
命
所
在
州
都
、
訪
取
賢
材
、
及
嘗
仕
宣
居
間
者
、
母
赴
京
師
、

有
司
詞
求
厳
迫
、
凡
嘗
仕
元
者
、
多
疑
健
不
安
、
由
是
所
在
驚
擾
、

上
関
之
、
乃
命
中
霊
園
省
、
給
傍
安
議
、
所
徴
人
材
、
有
不
願
行
者
、

有
司
不
許
騒
迫
、
聴
其
自
使
、
其
自
他
郡
勝
避
兵
流
寓
、
願
鋳
郷
者
、

聴
之
、

太
組
貫
録
各
三
十
五
・

洪
武
元
年
九
月
美
亥
の
係
、

③ ⑧ @ @ @⑧  @ 

下
詔
求
賢
、
詔
日
・
:
:
難
頒

一
時
輔
佐
、

匡
定
大
業
、
然
懐
材
抱
徳

之
土
、
向
多
隠
於
巌
穴
:
:
:
有
能
以
賢
輔
我
、
以
徳
済
民
者
、
有
司

種
選
之
、

前
注
@
参
照
。

前
注
@
参
照
。

太
組
貫
録
谷
十
九
・
丙
午
(
二
三
ハ
六
〉
年
三
月
丙
申
の
係
、

命
中
書
厳
選
穆
之
禁
、
初
令
府
間
脚
、
毎
歳
血
争
賢
才
及
武
勇
謀
略
通
院

天
文
之
士
、
其
有
品
来
週
書
律
援
吏
、
亦
得
薦
彦
、
得
賢
者
賞
、
濫
摩

及
蔽
賢
者
罰
、
至
是
、
復
命
知
府
・
知
腕
脚
、
有
濫
奉
者
、
侠
来
朝
治

其
罪
、

太
租
貫
録
容
三
十
六
上
・

洪
武
元
年
十
一
月
己
亥
の
係
、

上
回
、
人
之
才
不
紹
於
世
、
朕
非
患
天
下
無
賢
、
患
知
人
之
難
耳
、

萄
所
祭
非
所
用
、
岬
府
警
甚
大
、
卿
等
恨
之
、

@
前
注
⑨
参
照
。

@
園
子
撃
は
、
洪
武
十
五
年
三
月
丙
辰
(
太
租
賓
録
容
百
四
十
三
)
に
図

子
監
に
改
め
ら
れ
る
。

呉
袷
「
明
初
的
拳
校
」
(
清
華
皐
報
第
十
五
省
第
一
期
、
一
九
四
八
年
、

『
讃
史
劉
記
』

に
復
載
)

太
租
質
録
各
十
七
・
乙
巳
年
九
月
丙
辰
朔
の
僚
、

置
園
子
皐
、
以
故
集
慶
路
翠
篤
之
、
設
博
士

・
助
教
・
翠
正

・
撃
録

・

典
築
・
奥
書

・
典
膳
等
官
、
以
許
存
仁
翁
博
士
、

太
組
貫
録
昌
也
五
十
三
・

洪
武
コ一年
六
月
美
未
の
係
、

因
子
回
字
典
簿
周
循
理
言
、
園
事
教
化
本
源
、
請
揮
経
明
行
修
之
士
、

充
聞
宇
官
、
而
増
置
其
員
、
民
間
子
弟
俊
秀
年
十
五
以
上
、
願
入
園
翠

者
、
聴
復
其
身
、
京
官
子
弟
一
品
至
九
品
年
十
二
以
上
者
、
皆
令
入

@@@  @ 
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事
、
且
定
其
出
身
資
格
、
太
聞
学
生
貢
於
朝
、
比
科
掌
進
士
、
倶
得
優

待
援
用
、
如
此
則
在
内
園
子
生
、
日
漸
増
底
、
在
外
有
常
貢
、
科
血
申

進
士
、
不
思
無
人
材
用
失
、
上
是
其
言
、

太
租
貫
録
省
四
十
三
・

洪
武
二
年
六
月
丁
卯
の
係、

上
稔
園
子
皐
官
日
・
・
・
人
材
之
興
、
終
有
其
殺
、
夫
山
木
之
所
生
、

川
水
之
所
紫
、
太
率
人
材
所
出
、

太
租
貫
録
名
十
九
・
丙
午
年
二
月
庚
午
の
係
、

以
劉
承
直
矯
園
子
博
士
、
李
時

・
張拙開

・
鴻
時
英
震
助
教
、
完
誓
食

事
正
、
鄭
貫
・
杜
環
翁
皐
録
、
張
以
誠
盛
岡
血
(
膳
、

太
租
賞
銀
各
二
十
六
・
呉
元
年
十
月
丙
午
の
係
、

定
園
子
空
白
制
、
祭
酒
正
四
口
問
、
司
業
正
五
品
、
樽
土
正
七
口
問
、
典

簿
正
八
口
問
、
助
教
従
八
品
、
翠
正
正
九
品
、
閉
宇
録
従
九
品
、
典
膳
省

注
、

太
租
賓
録
制
也
四
十

・
洪
武
二
年
三
月
戊
午
の
線、

詔
増
築
園
子
撃
合
、
初
旬
態
天
府
民
平震
園
子
事
、
至
走
、
上
以
規
制

未
閉
山
、
謂
中
書
省
臣
日
:
:
:
朕
承
図
弊
之
険
、
首
建
太
皐
、
招
来
師

儒
、
以
教
育
生
徒
、
今
聞
学
者
日
衆
、
策
合
卑
溢
、
不
足
以
居
、

其
令

工
部
増
盆
事
合
、

太
租
賓
録
各
七
十
九
・

洪
武
六
年
二
月
戊
子
の
係
、

命
増
築
園
子
翠
合
、
時
上
以
園
祭
天
下
英
才
曾
索
、
四
方
来
聞
宇
者
盆

衆
、
充
溢
粛
合
、
命
礎
部
経
理
増
築
事
合
凡
百
徐
問
、

⑧

南

雄
士山谷
十
五
・
儲
養
考
に
よ
れ
ば
、

洪
武
四
年
の
園
子
生
数
は
二
七

二
八
名
で
あ
る
。
た
だ
し
儲
養
考
で
は
園
子
皐
時
代
の
も
の
と
し
て
は
、

洪
武
四
年
だ
け
を
相
聞
け
て
い
る
。
園
子
監
と
な
っ
て
よ
り
は
、
洪
武
十
五

年
以
後
の
記
録
が
あ
る
。

@ @ @ ③ @ 

@

・
@

前
注
⑬
参
照。

⑧

太
組
資
銀
出
也
四
十
一
・
洪
武
二
年
四
月
己
巳
の
係
、

命
博
士
孔
克
仁
等
、
授
諸
子
経
、
併
功
臣
子
弟
、
亦
令
入
率
、

⑧
太
租
貫
録
谷
七
十
三
・

洪
武
五
年
三
月
己
酉
の
係
、

上
以
将
官
子
弟
、
因
年
少
騒
佼
故
、
承
護
者
多
不
明
栴
職
、
乃
ム叩其
子

弟
年
幼
者
、

入
園
撃
、
讃
書
、

@
太
租
貫
録
谷
七
十
八

・
洪
武
六
年
正
月
庚
申
の
係
、

礎
部
奏
、
増
庭
園
子
生
、
上
白
:
:
・
朕
観
前
代
田
宇
者
出
翁
世
用
、
雌

由
其
質
美
、
賓
亦
得
師
、
以
造
就
之
、
後
来
師
不
知
所
以
数
、
弟
子

不
知
所
以
率
、
一
以
記
弱
震
能
、
故
卒
無
賞
用
、

@
太
租
貫
録
翁
四
十
一

・
洪
武
二
年
四
月
己
巴
の
係
、

上
議
之
(
博
士
孔
克
仁
)
日
:
・:
・
功
臣
子
弟
終
有
職
任
之
容
、
教
之

之
道
、
首
以
正
心
篤
本
:
:
:
卿
等
宜
輔
以
質
事
、
母
徒
数
文
士
記
請

詞
章
而
己
、

@

前

注

@
参
照
。

⑬

明

史
谷
百
三
十
八

・
楊
恩
義
侍
附
張
碗
待
、

洪
武
初
、
有
張
碗
者
、
都
陽
人
、
以
貢
士
試
高
等
授
給
事
中
、

閣
朝
列
卿
記
谷
三
十
五
、
園
初
戸
部
侍
郎
、

張
貌
:
・
・
洪
武
元
年
由
貢
土
入
太
率
、
試
高
等
、
授
給
事
中
、
二
年

改
戸
部
主
事
、

@

谷

光
隆
「
明
代
監
生
の
研
究
付
|
仕
官
の
一
方
途
に
つ
い
て
」
(
史
撃

雑
誌
第
七
十
三
編
四
鋭
、
一
九
六
二
年
)
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
歴
事
監

生
と
は
、
谷
氏
が
と
り
あ
げ
た
積
分
の
法
な
ど
と
並
ぶ
、
出
身
を
決
定
す

る
一
つ
の
制
度
と
し
て
確
立
し
た
歴
事
監
生
で
は
な
く
、
そ
の
前
期
形
態

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

- 90ー
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明
史
容
六
十
九
・
選
拳
士
山
一
、

太
租
錐
間
行
科
事
、
而
監
生
輿
薦
穆
人
才
参
用
者
居
多
、
故
其
時
布

列
中
外
者
、
太
嬰
生
最
盛
、

明
史
容
三
百
八
・
列
停
百
九
十
六
胡
惟
庸
停
、

太
僕
寺
丞
李
存
義
、
善
長
之
弟
、
惟
庸
堵
李
佑
〈
存
義
の
子
)
父
也
、

@

山
根
、
前
掲
コ
冗
末
の
反
飢
と
明
朝
支
配
の
確
立
」
四
九
頁
J
五一

頁。

⑧
王
世
貞
の
会
山
堂
別
集

・
谷
四

・
再
長
中
書
の
項
に
も
、

(李
善
長
)
十
一
年
、
復
興
古
田
田
園
公
李
文
忠
同
理
中
書
省
及
府
憂
事
、

と
あ
る
。

@ 

91 

一
九
三
四
)
。

山

@

奥

恰

「
胡
惟
庸
黛
案
考
」
(
燕
京
摩
報
第
十
五
刻
、

根
、
前
掲
論
文
。
萩
原
、
前
掲
論
文
。

⑪
太
租
貫
録
昌
也
百
二
十
九
・
洪
武
十
三
年
正
月
美
卯
の
係
、

龍
中
書
省
、
陸
六
部
、
改
大
都
督
府
矯
五
軍
都
督
府
、

⑪
『
皇
明
組
訓
』
租
訓
首
章
に
同
記
事
が
み
え
る
。

⑫
奥
絹
筆
「
明
代
四
輔
官
考
」
(
大
陸
雑
誌
第
十
九
容
第
五
期
、

九
年
。
前
掲
室
田
『
明
代
制
度
史
論
叢
』
に
復
載
。
)

⑬

山
本
隆
義

「
明
代
の
内
閣
」
(
『
中
園
政
治
制
度
の
研
究
』
所
段
、
東
洋

史
研
究
曾
、
一
九
六
八
年
〉
。

一
九
五
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The Transformation of the Chun!j-shu-sheng中書省

　　　　　　　　　

in the Early Ming 明

Atｓｗkidc　Sakakiぼａ

　　

Ming T'ai-tsu 明太祀, Chu Yiian･chang 朱元璋, became the King of

Ｗｕ呉王in 1364 CChih-cheng至正24); and established a system following

the Yiian元which made the chｕｎｓ.ｓhｕ-ｓｈｅｎｅthe pivotal organ of state.

Later, in 1376 (Hung-wu洪武9), he abolished the positions oi　chｕｎｇ-ｓhｕ-

　　

｜
ｓｈｅｎｇ-hei-ｃｈａｎｇ-ｃｈｅｎｇ-chih中書省平章政事andｆｓ'ａｎ一chih-ｃｈｅｎｇ-chih參

知政事；in 1380 (Hung-wu 13) he abolished the chｕｎｇ-ｓｌｉＭ-ｓｂｅｎｇitself.

However, the chｕｎｇ･ｓｈｕ-ｓｈｅｎｇhad in fact completed its internal trans-

formation from the perspective both of its responsibilities and personnel

structure already in 1371 (Hung-wu 4); the reform of 1376 confirmed it.

l believe the reason that it took 丘ｖｅ years from the 心力cto transfor-

mation until the formal changeover was due to the need to wait for the

maturation to ａ situation in which the formal change could be effected―

stability both domestically and in foreign affairs as well as ａ satisfactory

increase in the number of officials competent　in government business.

By the 1376 reform the chief 左and subordinate 右ｃｈ’ｅｎｇ-hｓｉａｎｇ丞相

of the chｕｎｇ一ｓhｕ-ｓｈｅｎｇwere clearly moving toward autocratic power, and

the overall bureaucratic reform of 1380 centering on the abolition of the

chｖｎｅ-ｓhｕ一ｓｈｅｎｇwas implemented so that chief ch'eng-hｓｉａｎｇ Hu Wei-

yung胡惟庸could take ａ large measure of power. In this way l believe

the Hung-wu emperor moved to accomplish his own distinctive admini-

strative system.

-
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